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シンポジウム

フ
ラ
ン
ス
の
司
法
運
営
へ

の
市
民
参
加

ポ
ワ
チ
エ
大
学
教
授

訳ミ
ン

は
じ
め
に

エ
ル
マ
ッ
セ

白

取

祐

司

戦
争
は
、
1
1
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
だ
が
、
|
|
軍
人
だ
け
に
任
せ
て
お
く
に
は
、
あ
ま
り
に
重
大
な
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
こ
の
表
現

を
、
司
法
に
そ
の
ま
ま
置
き
換
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
職
業
裁
判
官
だ
け
に
任
せ
て
お
く
に
は
、
こ
の
任
務
は
あ
ま

り
に
重
要
で
あ
る
、
と
。
た
し
か
に
、
司
法
は
、
「
フ
ラ
ン
ス
国
民
(
匂
2
1
0
吉
岡
回
的
苦
)
の
名
に
お
い
て
」
行
わ
れ
る
。
し
か
し
、
国
民
自

ら
司
法
に
取
り
組
む
方
が
、
よ
り
好
ま
し
い
と
は
い
え
な
い
か
?
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こ
の
問
題
の
背
景
に
、
あ
る
種
の
三
段
論
法
が
潜
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
民
主
主
義
に
お
い
て
、
国
民
は
主
権
を
も
っ
。
裁
判
を
行
う

(
g
E
g
g吉
田
丘
町
何
)
こ
と
は
、
主
権
に
属
す
る
(
民
法
典
起
草
者
の
ひ
と
り
、
ボ
ル
タ
リ
ス
に
よ
れ
ば
、
「
主
権
の
第
一
の
負
債
(
C
E
m
)
」)。

ゆ
え
に
、
国
民
は
、
裁
判
を
行
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
法
律
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
選
挙
さ
れ
た
代
表
が
行
う
こ

(1) 

と
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
し
か
し
、
よ
り
直
接
的
に
、
つ
ま
り
市
民

(ng苦
虫
)
自
身
が
司
法
作
用
に
参
加
す
る
こ
と
で
達
成
す
る

こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

一
七
九
O
年
、
民
主
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
ゆ
え
ば
か
り
で
な
く
、
プ
ロ
の
司
法
官
の
復
活
と
職
務
が
金
で
購
わ

(2) 

れ
る
こ
と
へ
の
危
倶
か
ら
、
裁
判
官
を
選
挙
で
選
ぶ
こ
と
を
決
め
た
。
だ
が
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
す
ぐ
に
捨
て
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

非
常
に
強
い
専
門
性
を
も
っ
特
別
裁
判
所
、
と
り
わ
け
商
事
裁
判
所
、
労
働
裁
判
所
な
ど
幾
つ
か
の
裁
判
所
に
、
当
時
の
痕
跡
が
残
っ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
裁
判
所
で
は
、
市
民
の
み
が
、
あ
る
い
は
市
民
が
職
業
裁
判
官
と
と
も
に
、
裁
判
を
行
う
。
そ
の
市
民
は
、
組
合
ま
た
は
そ

の
他
の
職
業
団
体
組
織
が
二
疋
の
役
割
を
果
た
す
方
法
に
よ
っ
て
、
選
出
さ
れ
る
。
同
時
代
の
一
七
九
一
年
、
陪
審
に
関
す
る
イ
ギ
リ
ス
・

モ
デ
ル
が
、
重
大
刑
事
事
件
の
訴
追
と
裁
判
に
つ
い
て
採
用
さ
れ
た
。
今
日
、
三
人
の
司
法
官
と
と
も
に
重
罪
院
を
構
成
す
る
、
抽
選
で
選

ば
れ
る
九
人
の
陪
審
員
と
い
う
か
た
ち
で
、
残
っ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
大
革
命
は
、

司法と市民参加

刑
事
の
領
域
で
は
、
ほ
か
に
注
目
す
べ
き
特
別
な
制
度
が
あ
る
。

ひ
と
つ
は
非
常
に
古
典
的
な
も
の
で
、
犯
罪
被
害
者
に
、
損
害
賠
償
請
求
を
刑
事
裁
判
所
に
提
起
す
る
こ
と
を
許
す
「
私
訴
」
に
由
来
す

る
制
度
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
被
害
者
は
、
さ
ら
に
(
刑
罰
の
適
用
の
た
め
の
)
「
公
訴
権
」
を
開
始
さ
せ
る
権
限
を
有
し
、
検
察
官
と
競

合
的
な
地
位
に
立
つ
。
し
た
が
っ
て
、
検
事
局
と
呼
ば
れ
る
こ
の
可
法
官
組
織
は
、
訴
訟
を
開
始
す
る
権
限
を
も
っ
唯
一
の
機
関
で
は
な
い
。

こ
こ
が
行
動
を
起
こ
さ
な
い
場
合
、
被
害
者
は
、
検
事
局
に
行
動
を
促
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
権
限
は
、
個
々
の
市
民
に
与
え
ら
れ
た
も

の
だ
が
、
同
様
に
、
集
団
の
利
益
を
擁
護
す
る
た
め
に
各
種
団
体
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
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他
の
特
別
な
制
度
は
、
ず
っ
と
新
し
い
そ
れ
で
あ
る
。
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
の
は
、
裁
判
所
と
は
競
合
せ
ず
、
む
し
ろ
裁
判
所
を
補
完
す

る
た
め
に
関
与
す
る
数
多
く
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
そ
れ
ら
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
役
割
は
、
裁
判
官
の
介
入
の
前
段
階
に
、
介

北法52(1・186)186

入
と
併
行
し
て
、
ま
た
は
介
入
の
後
に
存
し
、
あ
る
い
は
ま
た
裁
判
官
の
代
わ
り
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
、

「
市
民
社
会
」

(
E
8
2
b弘
巳
忌
刊
)
を
代
表
し
て
お
り
、
市
民
(
ま
た
は
他
の
法
人
)
を
結
集
し
、
そ
の
市
民
ら
の
イ
子
ン
ア
テ
イ
ヴ
で
構

成
さ
れ
、
公
的
資
金
援
助
の
必
要
か
ら
地
方
レ
ベ
ル
、
あ
る
い
は
全
国
レ
ベ
ル
の
行
政
機
関
に
依
存
関
係
が
生
じ
て
い
る
場
合
で
も
、
団
体

の
作
用
に
関
し
て
は
非
常
に
大
き
な
自
治
権
を
享
有
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
二
、
三
O
年
ほ
ど
以
前
か
ら
、
数
多
く
の
団
体
が
実
に

活
発
に
、
「
裁
判
所
」
と
は
区
別
さ
れ
た
「
和
解
所
」
(
自
色

8
5
号
吉
田
民
自
)
に
お
い
て
、
諸
々
の
活
動
に
参
加
す
る
と
い
う
、
あ
る
種
の

ム
l
プ
メ
ン
ト
が
起
こ
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
諸
活
動
と
は
、
「
法
へ
の
ア
ク
セ
ス
」
(
釦

R
g
E
m吉
見
)
、
「
迅
速
調
査
」

(g宮町内
0
2昌
広
忠
)
、

「
社
会
教
育
的
司
法
上
の
統
制
」

(gE5-ヱ
ロ
色
岳
民
『
町
田

2
5
1
E
R
S『
)
、
「
調
停
」
(
自
主
邑
。
ロ
)
、
「
和
解
」

(nga--呂
C
ロ
)
、
「
受
刑
者
の

家
族
の
受
入
」
、
「
刑
務
所
の
出
所
者
の
支
援
」
等
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
活
動
の
あ
る
も
の
は
、
ま
っ
た
く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
る
が
、

そ
の
場
合
で
も
、
こ
れ
に
携
わ
る
市
民
が
研
修
を
受
け
る
こ
と
は
、
妨
げ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
団
体
は
、
同
時
に
、
(
団
体
の
)

イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
で
、
ま
た
は
裁
判
所
の
委
任

(
B
B
E
ニE
E官
。
)
を
受
け
て
関
与
す
る
ソ

i
シ
ヤ
ル
・
ワ
i
カ
l
、
ま
た
は
教
育
に
関

わ
る
専
門
家
に
給
与
を
支
給
す
る
。

こ
の
よ
う
な
発
展
は
、
し
か
し
、
刑
事
に
特
有
な
も
の
で
は
な
い
。
実
際
、
他
の
領
域
に
お
い
て
も
、
調
停
や
和
解
の
活
動
が
、
職
業
裁

判
官
で
は
な
い
関
与
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
家
族
ま
た
は
少
年
保
護
の
分
野
が
、
こ
れ
に
あ
て
は
ま
る
伝
統
的
に
際
だ
つ

た
分
野
で
あ
り
、
訴
訟
外
で
は
、
諸
国
体
の
多
数
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
に
よ
っ
て
、
訴
訟
内
で
は
、
た
ん
な
る
市
民
に
裁
判
行
為
に
ま
で
関

わ
ら
せ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
(
刑
事
に
関
す
る
管
轄
権
を
も
っ
)
少
年
裁
判
所
の
構
成
に
よ
っ
て
、
参
加
が
実
現
さ
れ
て
い
る
。

本
報
告
に
お
い
て
、
「
市
民
」
(
門
司
。
J
E
Z
)
と
は
、
警
察
官
で
も
、
裁
判
官
で
も
、
弁
護
士
で
も
、
書
記
官
で
も
、
司
法
に
直
接
的
な



司法と市民参加

役
務
を
負
う
他
の
専
門
家
で
も
な
い
人
々
を
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
の
人
々
[
市
民
]
は
、
伝
統
的
な
意
味
で
の
、
い
わ
ゆ
る
「
司
法

の
補
助
機
関
」

(EE--E吋
2
号
吉
田
円
台
。
)
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
は
、
あ
り
え
な
い
。
た
だ
し
、
彼
ら
は
、
司
法
の
補
助
機
関
の
活
動
、
任
務

(3) 

に
参
加
す
る
。
[
市
民
の
]
あ
る
者
は
、
国
民
の
代
表
と
い
う
資
格
の
み
に
も
と
づ
き
、
選
ば
れ
、
あ
る
い
は
任
命
さ
れ
、
他
の
者
た
ち
は
、

特
定
の
領
域
に
お
け
る
能
力
の
ゆ
え
に
、
ま
た
は
あ
る
社
会
的
・
専
門
的
範
障
に
属
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
選
、
ば
れ
、
任
命
さ
れ
る
。

司
法
内
部
の
、
あ
る
い
は
司
法
環
境
に
お
け
る
彼
ら
の
存
在
は
、
民
主
主
義
の
あ
る
種
の
概
念
を
あ
ら
わ
し
て
お
り
、
こ
の
観
点
か
ら
す

れ
ば
、
組
合
や
各
種
団
体
な
ど
の
集
団
の
果
た
す
役
割
を
概
観
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
同
時
に
、
彼
ら
の
存
在
は
、
裁
判
官
に
対
す
る

あ
る
種
の
不
信
、
ま
た
は
裁
判
官
の
不
十
分
さ
に
関
す
る
考
慮
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
彼
ら
の
権
限
、
と
り
わ
け
彼
ら
が

被
害
者
で
あ
る
場
合
の
、
そ
の
独
立
性
の
問
題
が
生
じ
る
。

「
司
法
の
機
能
」
は
、
第
一
に
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
裁
判
行
為
そ
の
も
の
を
指
す
。
フ
ラ
ン
ス
法
は
、
職
業
裁
判
官
の
脇
に
、
そ
し

て
し
ば
し
ば
職
業
裁
判
官
な
し
に
、
少
な
く
と
も
第
一
審
に
つ
い
て
「
臨
時
の
」
裁
判
官
を
認
め
て
い
る
。

し
か
し
、
本
報
告
は
、
そ
の
先
ま
で
扱
う
。
本
報
告
は
、
司
法
作
用
の
ほ
か
、
市
民
が
司
法
制
度
に
も
た
ら
し
う
る
役
務

(8Zna)

に
つ
い
て
も
検
討
す
る
。
そ
の
役
務
に
は
、
裁
判
官
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
ま
た
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
も
と
で
行
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
が
、
厳

密
な
意
味
で
裁
判
上
の
争
訟
と
い
え
な
い
紛
争
解
決
方
式
へ
の
関
与
も
含
ま
れ
る
。
こ
こ
で
の
我
々
の
関
心
は
、
裁
判
官
が
外
部
の
人
々
に

役
務
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
裁
判
官
は
特
別
の
専
門
性
や
補
充
的
役
務
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
っ
た
、
結

局
の
と
こ
ろ
陳
腐
な
確
認
を
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
主
導
権
が
、
裁
判
官
な
ど
上
か
ら
で
は
な
く
、
非
営
利
団
体

な
ど
、
下
か
ら
発
生
し
、
行
政
当
局
や
法
律
は
下
か
ら
生
ま
れ
た
実
務
を
追
認
す
る
だ
け
、
と
い
っ
た
現
代
の
ム

l
ブ
メ
ン
ト
を
明
ら
か
に

iヒi法52(1・187)187

す
る
こ
と
こ
そ
関
心
事
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
さ
ら
に
、
方
法
論
的
に
は
よ
り
難
し
い
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
我
々
は
さ
ら
に
、
犯
罪
被
害
者
と
し
て
の
市
民
も
扱
う
。
彼
ら
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は
、
フ
ラ
ン
ス
以
外
の
国
で
は
、
司
法
官
ま
た
は
警
察
に
留
保
さ
れ
て
い
る
刑
事
手
続
の
開
始
権
限
に
つ
き
、

一
定
の
役
割
を
行
使
し
う
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

本
報
告
は
、
内
容
の
異
な
る
二
つ
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
第

I
部
で
は
、
市
民
た
る
裁
判
官
の
主
だ
っ
た
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
、
か
な

り
詳
し
く
扱
う
。
次
に
第

E
部
で
は
、
我
々
は
、
司
法
の
機
能
に
関
す
る
市
民
参
加
の
他
の
二
つ
の
形
式
に
つ
い
て
、
よ
り
簡
潔
に
扱
う
こ

と
に
す
る
。
ひ
と
つ
は
、
司
法
に
近
接
し
た
領
域
で
、
市
民
が
裁
判
官
を
援
助
す
る
形
式
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
の
形
式
は
、
市
民
が
、
公

訴
権
の
行
使
に
つ
い
て
裁
判
官
と
競
合
す
る
も
の
で
あ
る
。

I 

市
民
裁
判
官
の
主
な
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

最
も
よ
く
知
ら
れ
た
例
は
、
も
ち
ろ
ん
、
重
罪
陪
審
員
で
あ
る
。
し
か
し
、
市
民
裁
判
官
の
例
は
、
他
に
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
職
業
的

性
格
を
帯
び
た
例
と
し
て
、
商
事
裁
判
所
、
労
働
裁
判
所
、
農
事
賃
貸
借
同
数
裁
判
所

(Egg-
宮
Z包
円
相
円
四

m
m
Z
5
2
5
5
)
が
あ
り
、

ま
た
、
強
い
専
門
性
を
有
す
る
能
力
に
よ
る
例
と
し
て
、
少
年
裁
判
所
、
社
会
保
障
事
件
裁
判
所
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
裁
判
所
の
思
想
的
基

盤
を
理
解
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
起
源
に
注
目
し
な
が
ら
、
簡
単
に
各
裁
判
所
の
相
違
を
描
き
出
し
て
み
よ
う
。
次
に
、
よ
り
技
術
的

な
問
題
に
な
る
が
、
非
職
業
的
裁
判
官
が
存
在
す
る
こ
と
で
生
じ
る
こ
つ
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
彼
ら
の
任
命
と
配
置
に
つ
い
て
言
及
す
る

」
と
に
し
よ
う
。

A
l
起
源

北法52(1・188)188



重
罪
院

(
E
S
R
q虫
色
回
目
的
)
(
刑
事
訴
訟
法
典
[
以
下
、

c
p
pと
略
称
〕
二
三
一
条
以
下
)
は
、
最
も
重
大
な
犯
罪
、
つ
ま
り
重
罪

(4) 

(
2
5
2
)
に
つ
い
て
裁
判
権
を
有
す
る
刑
事
裁
判
所
で
あ
る
。
重
罪
院
は
、
「
主
権
と
い
う
極
限
と
絶
対
の
魔
術
に
覆
わ
れ
て
い
る
」
、
と

言
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
重
罪
院
は
、
三
人
の
職
業
裁
判
官
(
裁
判
長
お
よ
び
陪
席
裁
判
官
)
(
二
四
三
条
に
よ
れ
ば
、
固
有
の
意

味
の
法
廷
を
構
成
す
る
)
お
よ
び
「
市
民
か
ら
構
成
さ
れ
る
」
九
人
の
陪
審
員
か
ら
成
る
陪
審

(
C
P
P
二
五
四
条
)
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ

(
5
)
 

る
か
ら
で
あ
る
。一
七
九
一
年
九
月
一
六
|
一
二
日
法
に
よ
っ
て
、
革
命
期
の
フ
ラ
ン
ス
法
が
導
入
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
法
律
は
、
イ
ギ
リ

ス
法
に
精
通
し
こ
れ
を
称
揚
し
て
い
た
ヴ
オ
ル
テ
l
ル
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。
実
の
と
こ
ろ
、
同
法
は
二
つ
の
陪
審
、
す
な
わ

ち
起
訴
陪
審
と
審
理
陪
審
を
設
け
た
(
各
県
に
創
設
さ
れ
た
重
罪
裁
判
所
の
中
に
)
。
前
者
の
陪
審
は
、
一
八
O
八
年
以
降
消
滅
す
る
。
こ

(

6

)

(

7

)

 

の
年
、
重
罪
裁
判
所

(
5
Z
S包

225H)
は
重
罪
院
に
変
わ
っ
た
。
陪
審
員
の
数
は
、
変
化
し
て
い
る
。
一
八
O
八
年
に
一
二
人
だ
っ
た

の
が
、
一
九
四
一
年
に
六
人
、
一
九
四
五
年
に
は
七
人
、
そ
し
て
現
行
刑
事
訴
訟
法
典
(
一
九
五
九
年
)
以
降
は
九
人
に
な
っ
た
。
こ
の
変

化
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
風
景
に
は
伝
統
的
で
あ
る
た
め
、
誰
も
廃
止
を
考
え
た
こ
と
の
な
い
こ
の
陪
審
制
度
に
、
実
は
あ
る
種
の
不
安
定
さ

が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

陪
審
は
、

「
重
罪
院
の
擁
護
者
は
、
陪
審
員
こ
そ
、
日
常
性
の
毘
か
ら
自
由
で
あ
る
が
故
に
、
臨
時
的
な
裁
判
官
で
は
あ
る
が
、
よ
り
注
意
深
い
裁

司法と市民参加

判
官
、
よ
り
良
心
的
な
裁
判
官
で
あ
る
と
考
え
る
。
陪
審
員
は
、
公
的
自
由
の
守
護
者
と
も
い
わ
れ
る
。
職
業
裁
判
官
が
政
府
か
ら
任
命
さ

れ
、
し
ば
し
ば
勇
気
を
欠
く
の
に
対
し
て
、
陪
審
員
は
、
権
力
か
ら
独
立
し
て
い
る
。
陪
審
員
は
、
ふ
つ
う
の
市
民
の
言
葉
で
話
す
。
刑
事

司
法
と
世
論
の
接
触
は
、
両
者
の
誰
離
を
防
ぐ
の
に
役
立
つ
。
陪
審
は
、
そ
の
判
断
を
通
し
て
、
法
文
の
有
用
性
、
根
拠
の
あ
る
種
の
基
準

(肌

E
S
)
と
な
り
、
ま
た
法
改
正
の
必
要
性
の
基
準
と
も
な
る
。
重
罪
院
お
よ
び
陪
審
に
敵
対
的
な
者
は
、
陪
審
員
が
法
準
則
に
あ
ま
り

に
無
知
で
あ
り
、
鑑
定
報
告
書
を
理
解
す
る
に
は
あ
ま
り
に
素
人
で
あ
り
、
法
廷
用
語
を
理
解
す
る
に
は
、
し
ば
し
ば
あ
ま
り
に
単
純
で
あ

北法S2(l・189)189
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る
と
考
え
る
。
ま
た
、
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
陪
審
員
は
、
才
能
あ
る
弁
護
士
の
影
響
を
あ
ま
り
に
受
け
や
す
く
、
あ
る
い
は
逆
に
、
弁
護
士
の

職
務
に
無
額
着
で
、
マ
ス
コ
ミ
の
言
説
に
影
響
を
受
け
や
す
い
、
自
分
の
職
業
ま
た
は
犯
さ
れ
た
重
罪
に
対
し
て
偏
頗
で
あ
り
、
同
様
に
ま

た
移
り
気
で
あ
り
、
同
じ
陪
審
が
厳
し
い
日
も
あ
れ
ば
、
翌
日
に
は
寛
大
だ
っ
た
り
す
る
。
重
罪
院
の
進
行
次
第
が
、
重
要
で
あ
る
と
と
も

北j去52(1.190)190 

に
不
公
平
な
要
素
と
な
る
・
:
。
真
実
は
、
た
ぶ
ん
そ
の
中
間
に
あ
り
、
あ
る
陪
審
員
た
ち
は
模
範
的
に
職
務
を
こ
な
し
、
他
の
陪
審
員
た
ち

は
、
ひ
ど
く
不
十
分
に
し
か
職
務
を
行
わ
な
い
(
抽
選
は
、
こ
の
職
務
の
行
使
に
実
際
に
は
向
か
な
い
あ
る
種
の
陪
審
員
た
ち
を
採
用
す
る

危
険
性
を
増
幅
す
る
だ
け
だ
っ
た
)
。
し
か
し
、
ひ
と
つ
確
か
な
こ
と
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
人
は
、
重
罪
院
お
よ
び
そ
の
象
徴
性
に
強
い
愛

(8) 

着
を
も
っ
て
い
る
。
重
罪
院
は
、
い
わ
ば
不
可
侵
の
も
の
で
あ
る
」
。

市
民
の
存
在
は
、
ほ
か
に
、

6
種
類
の
裁
判
所
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
、
少
年
裁
判
所
は
、
重
罪
院
と
同
じ
く

刑
事
裁
判
所
で
あ
る
。
少
年
裁
判
所
は
、
(9) 

し
た
重
罪
を
裁
判
す
る
権
限
を
有
す
る
。

創
設
さ
れ
た
こ
の
裁
判
所
は
、

一
八
歳
未
満
の
少
年
が
犯
し
た
第
五
級
の
違
警
罪
お
よ
び
軽
罪
、
ま
た
一
六
歳
未
満
の
少
年
の
犯

一
九
一
一
一
年
に
、
少
年
の
刑
法
、
刑
事
訴
訟
法
を
普
通
法
か
ら
分
離
さ
せ
る
最
初
の
表
れ
と
し
て

一
九
四
五
年
以
降
、
次
の
よ
う
な
構
成
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
裁
判
長
で
あ
る
少
年
係
判
事
と
た
ん
な

る
私
人
で
あ
る
二
人
の
陪
席
裁
判
官
で
あ
る
(
裁
判
所
構
成
法

[
C
O
J
]
L
五
一
一
一
条
以
下
)

0

こ
の
場
合
の
着
想
は
、
一
七
八
九
年
の
革
命
の
ア
イ
デ
ア
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
。
参
審
制
に
す
る
こ
と
の
決
定
は
、
終
戦
の
数
年

前
の
一
九
四
二
年
に
、
軍
事
的
占
領
と
、
国
家
と
市
民
社
会
の
諸
関
係
の
組
み
替
え
に
好
意
的
な
「
道
徳
秩
序
」
(
。
E
5
5
0邑
)
の
文
脈

で
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
少
年
裁
判
所
の
起
源
は
、
一
八
世
紀
末
お
よ
び
一
九
世
紀
の
博
愛
主
義
運
動
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
当

時
の
運
動
に
お
い
て
す
で
に
、
少
年
の
保
護
と
少
年
犯
罪
と
の
闘
い
の
た
め
に
、
裁
判
官
と
「
庶
民
」
官
官
)
が
結
び
つ
く
べ
き
こ
と
が

(
印
)

い
わ
れ
て
い
た
。
一
九
一
一
一
年
当
時
、
「
少
年
お
よ
び
青
少
年
」
裁
判
所
は
、
職
業
裁
判
官
の
み
に
よ
フ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
が
、
す
で
に

そ
の
手
続
に
お
い
て
は
、
少
年
保
護
に
携
わ
る
市
民
、
す
な
わ
ち
報
告
者
(
円
昌
吉
号
R)
や
監
督
代
理
人
(
伝
広
間
忌
と

2
R
5
5
S
B
)
に



聞
か
れ
て
い
た
。
報
告
者
は
、
予
審
判
事
に
任
命
さ
れ
た
。
そ
の
役
割
は
、
少
年
か
ら
事
情
聴
取
し
、
あ
ら
ゆ
る
情
報
を
集
め
、
同
時
に
少

年
の
利
益
に
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
調
査
を
行
う
。
判
決
後
は
、
監
督
代
理
人
が
、
少
年
係
判
事
の
監
督
の
下
ア
メ
リ
カ
の
プ
ロ
ベ
イ
シ
ヨ
ン
か

ら
示
唆
を
受
け
た
、
い
わ
ゆ
る
監
視
付
自
由

(
5
2臥

2
2
2ロ
庁
)
[
保
護
観
察
]
の
処
分
の
責
任
者
と
な
る
。
一
九
四
二
年
か
ら
一
九
四

五
年
に
か
け
て
、
市
民
が
裁
判
官
の
機
能
を
果
た
す
よ
う
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
新
た
な
一
歩
が
記
さ
れ
た
。

多
少
と
も
際
だ
っ
た
職
業
的
性
格
を
も
っ
、
市
民
が
裁
判
官
席
に
就
く
裁
判
所
と
し
て
、
以
下
の
五
つ
の
裁
判
所
が
あ
る
。

ー

l
非
常
に
明
瞭
な
例
と
し
て
、
商
事
裁
判
所
が
あ
る
。
こ
の
裁
判
所
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
職
業
に
関
わ
る
知
識
が
あ
る
と
さ
れ

る
が
、
実
際
に
は
、
和
解
を
追
求
す
る
の
に
適
す
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
商
人
で
あ
る
裁
判
官
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
イ
タ
リ
ア
の

共
和
制
商
業
都
市
国
家

(
m
S
5
2宮町田
SRnz自己
Z
E
-
-
n
E
g
)
(ジ
エ
ノ
ヴ
ァ
、
ヴ
ェ
ニ
ス
)
の
「
商
事
裁
判
官
」
(
」
ロ
m
g
s
a
c
-∞
)
を
継

承
し
た
こ
の
裁
判
所
は
、
「
商
事
裁
判
所
」
宕
E
5
5
5
8
5三
巴
円
四
回
)
の
名
前
で
、
す
で
に
一
回
世
紀
に
は
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
裁
判

所
は
、
革
命
に
よ
っ
て
も
維
持
さ
れ
た
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
時
代
か
ら
の
唯
一
の
裁
判
所
で
あ
る
。
何
故
維
持
さ
れ
た
か
と
い
う
と
、

(
日
)

後
に
み
る
よ
う
な
選
挙
と
い
う
裁
判
官
の
構
成
の
方
法
は
、
一
七
八
九
年
の
理
想
に
合
致
す
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
以
降
、
近

時
問
題
点
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
商
人
間
の
取
引
上
の
紛
争
、
商
事
会
社
の
社
員
の
聞
の
係
争
、
会
社
の
更
正
お
よ
び
裁
判
上
の
清
算
、

そ
し
て
す
べ
て
の
商
行
為
に
つ
い
て
裁
判
す
る

(
C
O
J、
L
四
一
一

1

二
条
以
下
)
。

司法と市民参加

、
内
〆
Q

J

|
|
次
に
、
労
働
に
関
わ
る
紛
争
の
た
め
の
特
別
裁
判
所
で
あ
る
、
労
働
裁
判
所

(
n
S
8己
母

国

間

vgbdoss何
回
)
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ

の
起
源
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
。
あ
る
論
者
は
、
革
命
期
に
廃
止
さ
れ
た
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
時
代
の
同
業
組
合
裁
判
所
(
」
豆
島
?

(
日
)

円

5
2
8
G
O『邑∞
5)
が
、
リ
ヨ
ン
の
「
絹
織
物
業
者
」
の
要
求
を
受
け
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
り
復
活
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
起
源
だ

(
M
H
)
 

と
考
え
る
。
今
日
の
史
料
編
纂
の
成
果
に
よ
れ
ば
、
む
し
ろ
「
革
命
期
の
遺
産
に
よ
っ
て
、
本
質
に
お
い
て
和
解
と
取
締
り
の
雇
用
者
側
の

制
度
で
あ
っ
た
も
の
を
、

1

1

雇
用
者
と
被
用
者
の
代
表
者
で
構
成
さ
れ
る
|
|
同
数
裁
判
所
に
一
新
し
、
労
働
裁
判
所
に
労
働
者
と
草

北法52(1-191) 191 
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(
日
)

命
の
成
果
と
し
て
の
顔
を
与
え
た
際
だ
っ
た
発
展
」
が
そ
の
起
源
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
最
後
の
論
者
に
よ
れ
ば
、
制
度
の
起
源
は
、
同
業
者
の
伝
統
的
職
能
団
体
に
求
め
る
必
要
は
な
く
、
む
し
ろ
[
中
世
の
]
商
事
裁
判

所
の
流
れ
の
中
に
、
言
い
換
え
る
と
組
合
主
義
的
環
境
の
中
に
求
め
る
べ
き
だ
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
「
銀
行
家
た
ち
を
し
て
、
商
業
上
の

北法52(1・192)192

紛
争
の
解
決
の
た
め
商
事
裁
判
所
の
設
立
を
要
求
す
る
よ
う
に
促
し
た
同
じ
必
要
が
、
再
び
彼
ら
を
し
て
、
彼
ら
の
被
用
者
(
勺
円
守
2
臥と

と
の
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
の
、
特
別
裁
判
所
の
創
設
へ
と
向
か
わ
せ
た
。
何
故
な
ら
、
彼
ら
は
商
人
な
い
し
銀
行
家
で
あ
る
と
同
時
に
、

(
凶
)

実
業
家
に
も
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
。
し
か
し
、
一
八
O
六
年
に
リ
ヨ
ン
で
再
び
つ
く
ら
れ
、
次
い
で
他
の
多
く
の
工
業
都
市
で
も
つ
く
ら

れ
た
制
度
は
、
革
命
の
理
念
、
と
り
わ
け
一
八
四
八
年
革
命
の
理
念
に
よ
っ
て
大
き
く
変
え
ら
れ
、
同
数
構
成
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
経

営
者
」
と
「
労
働
者
」
を
同
数
、
隣
に
着
席
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
(
以
前
は
工
房
の
長
し
か
選
ば
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
た
ん
な
る
労
働

者
も
含
ま
れ
た
)
。
そ
の
後
の
数
十
年
、
誕
生
し
た
資
本
主
義
は
、
そ
の
活
動
範
囲
を
強
固
に
し
、
拡
張
す
る
た
め
に
、
労
働
裁
判
所
の
選

挙
を
支
持
し
た
(
後
に
み
る
こ
と
に
し
よ
う
)
。

今
日
ま
で
、
労
働
裁
判
所
は
、
幾
度
も
改
正
さ
れ
て
き
た
(
一
九
七
九
年
、
一
九
八
二
年
、
お
よ
び
一
九
八
六
年
)
。
し
か
し
、
選
挙
に

よ
る
参
加
が
非
常
に
弱
い
と
い
う
理
由
と
、
他
の
理
由
と
が
相
ま
っ
て
も
た
ら
し
た
危
機
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
、
立
法
改
革
が
幾
度
も
行

わ
れ
て
き
た
が
、
な
お
十
分
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
も
、
こ
の
裁
判
所
は
、
労
働
契
約
か
ら
生
じ
る
あ
ら
ゆ
る
紛
争
に
ま
で

1

1
以
前
は
ス
ト
ラ
イ
キ
行
為
や
そ
の
他
の
集
団
の
争
い
に
管
轄
権
が
な
く
、
個
人
間
の
紛
争
だ
け
だ
っ
た
の
が

1
l
1
管
轄
権
が
拡
張
さ

れ
た
が
、
そ
れ
ら
の
紛
争
の
和
解
(
判
決
裁
判
所
が
形
成
さ
れ
る
前
に
、
和
解
事
務
所
が
関
与
す
る
こ
と
に
な
る
)
の
た
め
に
構
成
さ
れ
た
、

非
常
に
独
創
的
な
も
の
で
あ
る
。

1

1
農
事
賃
貸
借
同
数
裁
判
所
は
、
土
地
所
有
者
ま
た
は
農
地
経
営
者
が
定
額
小
作
人
ま
た
は
分
益
小
作
人
(
賃
借
入
)
に
経
営
の
た

め
、
土
地
を
貸
与
す
る
農
事
賃
貸
借
契
約
か
ら
発
生
す
る
紛
争
の
み
を
扱
う
裁
判
官
た
ち
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
先
に
述
べ
た
[
他
の
裁
判



所
の
]
す
べ
て
の
例
と
の
関
係
で
い
う
と
、
農
事
賃
貸
借
同
数
裁
判
所
の
起
源
は
新
し
い
。
と
い
う
の
は
、
同
裁
判
所
は
、
(
ド
イ
ツ
占
領

中
の
)
ヴ
イ
シ

l
政
府
以
前
に
は
、
非
常
に
同
業
組
合
主
義
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
伴
つ
て
は
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
「
土
地
所
有
者
の

影
響
か
ら
農
民
を
解
放
す
る
」
こ
と
を
提
案
す
る
「
小
作
関
係
規
則
」
(
凹

E
E
E
P
B恥
一
の
施
行
(
一
九
四
六
年
四
月
一
一
一
一
日
)
の
と

(
m
m
)
 

き
に
も
、
[
ヴ
ィ
シ

1
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
こ
の
]
制
度
は
な
お
残
っ
た
。
今
日
、
裁
判
所
構
成
法
L
四
四
一

l
一
条
以
下
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
た
同
裁
判
所
は
、
契
約
の
社
会
・
職
業
的
な
二
つ
の
範
時
、
す
な
わ
ち
賃
貸
人
と
賃
借
入
の
代
表
者
か
ら
成
る
。
こ
の
裁
判
所
の
存
在

は
、
農
地
賃
貸
借
契
約
か
ら
生
じ
る
す
べ
て
の
紛
争
に
つ
い
て
管
轄
を
も
つ
わ
け
で
は
な
く
、
と
り
わ
け
、
土
地
整
備
農
地
創
設
会
社

(
∞
・
〉
明
・
同
列
)
の
関
与
に
よ
っ
て
団
体
的
規
模
に
な
る
紛
争
に
つ
い
て
管
轄
が
な
い
た
め
、
し
ば
し
ば
批
判
さ
れ
る
。
個
人
の
関
係
だ
が

集
団
的
関
係
で
は
な
い
点
は
、
労
働
裁
判
所
と
の
近
似
が
認
め
ら
れ
る
。

1
1
1
最
後
に
、
社
会
保
障
事
件
裁
判
所
に
つ
い
て
言
及
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
裁
判
所
も
、
そ
の
起
源
は
新
し
い
。
こ
れ
も
第
二
次

世
界
大
戦
の
と
き
だ
が
、
し
か
し
(
少
年
裁
判
所
や
農
事
賃
貸
借
同
数
裁
判
所
と
異
な
り
)
戦
争
が
終
了
し
た
後
の
、
連
帯
(
出
♀
広
告
広
)

の
大
運
動
が
、
そ
の
成
果
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
社
会
保
障
を
生
ん
だ
時
期
に
起
源
が
あ
る
。
同
数
制
(
使
用
者
と
被
用
者
の
代
表
者
)
を
と
っ

て
い
る
社
会
保
障
事
件
裁
判
所
へ
の
市
民
参
加
自
体
、
こ
の
運
動
か
ら
生
ま
れ
た
が
、
同
時
に
、
紛
争
の
あ
る
部
分
の
特
殊
性
お
よ
び
(
医

学
的
)
技
術
性
も
、
市
民
参
加
に
影
響
を
与
え
た
。
社
会
保
障
事
件
裁
判
所
は
、
現
行
の
名
称
お
よ
び
組
織
に
な
っ
た
の
は
一
九
八
五
年
立

(
川
げ
)

法
か
ら
な
の
だ
が
、
他
方
で
、
同
様
に
、
同
数
で
あ
る
が
医
師
の
介
入
も
認
め
る
「
技
術
委
員
会
」
を
兼
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。

司法と，ii民参加

結
論
と
し
て
、
非
専
門
家
で
あ
る
裁
判
官
の
任
命
の
理
由
は
、
歴
史
的
に
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
重
罪
院
に
つ
い
て
は
、
純

粋
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
理
由
で
あ
る
が
、
少
年
裁
判
所
に
関
し
て
は
、
[
少
年
事
件
と
い
う
]
紛
争
に
陪
審
を
適
合
さ
せ
る
こ
と
の
追
求
が

(
初
)

理
由
で
あ
っ
た
。
こ
の
同
じ
適
合
の
追
求
に
、
他
の
裁
判
所
の
場
合
に
は
、
和
解

(SEE-pgロ
)
の
意
思
が
伴
、
っ
。
そ
の
う
ち
の
少
な
く

と
も
二
つ
の
裁
判
所
(
商
事
裁
判
所
お
よ
び
労
働
裁
判
所
)
は
、
ほ
か
に
、
一
七
八
九
年
と
一
八
四
八
年
の
革
命
に
よ
る
民
主
主
義
が
刻
印

~tì去52 (1・ 193)193
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さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
裁
判
所
を
構
成
す
る
裁
判
官
は
選
挙
で
選
ば
れ
る
が
、
こ
れ
は
農
事
賃
貸
借
同
数
裁
判
所
で
も
同
様
で
あ
る
。

B

l
任
命
と
枠
付
け

フ
ラ
ン
ス
の
支
配
的
モ
デ
ル
で
あ
る
、
(
資
格
、
試
験
等
の
)
能
力
基
準
に
も
と
づ
い
て
選
別
さ
れ
る
キ
ャ
リ
ア
の
裁
判
官
制
度
か
ら
離

れ
て
考
察
す
る
場
合
、
二
つ
の
問
題
が
生
じ
る
。
そ
の
第
一
は
、
市
民
全
体
の
中
か
ら
、
ま
た
は
彼
ら
の
属
す
る
社
会
的
・
専
門
的
な
カ
テ

ゴ
リ
ー
の
中
か
ら
、
ど
う
や
っ
て
裁
判
官
を
選
ぶ
か
で
あ
り
、
第
二
の
問
題
は
、
法
の
専
門
家
た
ち
に
よ
っ
て
彼
ら
を
ど
の
よ
う
に
配
置
す

る
か
で
あ
る
。

1 

任

A
叩

(UA山
田
信
ロ
由
巳
。
ロ
)

次
の
三
つ
の
シ
ス
テ
ム
が
あ
る
。
古
典
的
な
抽
選
、
民
主
的
な
選
挙
、
そ
し
て
慎
重
な
任
命

(
E
E
E
gロ
)
で
あ
る
。

市
民
が
抽
選
で
選
ば
れ
て
構
成
さ
れ
る
唯
一
の
裁
判
所
は
、
重
罪
院
で
あ
る
。
こ
の
陪
審
員
の
選
別
は
、
選
挙
人
名
簿
に
も
と
苧
つ
い
て
、

一
九
七
八
年
以
降
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
一
連
の
抽
選
の
結
果
で
あ
る
。
(
そ
の
以
前
は
、
各
市
町
村
の
長
が
、
裁
判
を
行
う
資
質
が

あ
り
、
判
断
に
お
い
て
節
度
の
あ
る
名
望
家
で
、
過
半
数
は
男
性
が
占
め
る
名
簿
を
作
成
し
た
。
必
ず
し
も
民
主
主
義
的
で
は
な
い
こ
の
解

決
は
、
少
な
く
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
重
罪
院
の
等
質
性
を
確
保
さ
せ
た
)
。
そ
し
て
、
こ
の
時
以
降
、
刑
事
訴
訟
法
典
二
五
五
条
(
二
五
歳

以
上
で
読
み
書
き
が
で
き
る
こ
と
て
同
二
五
六
条
(
民
事
的
に
無
能
力
で
は
な
い
こ
と
、
二
疋
以
上
の
刑
罰
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
な
い

こ
と
て
そ
し
て
同
二
五
七
条
ご
定
の
公
的
地
位
に
就
い
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
司
法
関
係
の
職
に
就
い
て
い
な
い
こ
と
)
の
要
求
す
る

jヒ法520・194)194 



諸
条
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
の
確
認
の
後
、
十
分
な
数
の
名
前
を
含
む
第
一
次
名
簿
、

の
抽
選
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

い
わ
ゆ
る
年
間
名
簿
を
編
成
す
る
た
め
に
、
数
回

こ
の
年
間
名
簿
に
も
と
づ
い
て
、
第
二
次
名
簿
、
い
わ
ゆ
る
間
延
期
名
簿
が
作
成
さ
れ
る
。
こ
の
名
簿
は
、
三
五
人
の
有
資
格
者
の
名
前

と
、
一

O
人
の
予
備
員
の
名
前
を
含
み
、
そ
の
全
員
が
各
事
件
の
最
初
に
召
喚
さ
れ
る
。
そ
の
と
き
に
、
重
罪
院
裁
判
長
に
よ
っ
て
、
い
わ

ゆ
る
判
決
陪
審
を
構
成
す
る
た
め
の
最
後
の
抽
選
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
判
決
倍
審
は
、
九
人
の
資
格
あ
る
陪
審
員
と
、
さ
ら
に
、
予
想
さ
れ

る
公
判
の
期
間
に
応
じ
て
一
人
ま
た
は
二
人
の
予
備
倍
審
員
を
擁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
抽
選
の
際
、
訴
追
側
四
人
、
弁
護
側
五
人
ま
で

の
忌
避
が
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

一
定
数
に
い
た
る
ま
で
、
抽
選
で
選
ば
れ
た
陪
審
員
は
、
理
由
を
付
さ
ず
に
排
除
さ
れ
う
る
の
で
あ

る。
選
挙
は
、
商
事
裁
判
所
、
労
働
裁
判
所
、
そ
し
て
農
事
賃
貸
借
同
数
裁
判
所
の
各
裁
判
官
の
任
命
に
つ
い
て
、
行
わ
れ
る
。

商
事
裁
判
所
の
構
成
員
は
、
今
日
、
二
段
階
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
「
選
挙
代
理
人
」
(
仏
丘
北
志
田
町
?

司法と市民参加

g
z
E
B白
)
が
選
挙
で
選
ば
れ
る
。
次
い
で
、
選
挙
代
理
人
が
、
そ
の
他
の
者
と
集
ま
っ
て
、
裁
判
官
を
選
挙
す
る
。
単
純
化
し
て
い
え
ば
、

商
業
に
関
す
る
す
べ
て
の
職
業
人
が
選
挙
代
理
人
の
選
挙
に
参
/
加
す
る
。
裁
判
官
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
選
挙
代
理
人
の
ほ
か
、
商
工
会
議

所
お
よ
び
商
事
裁
判
所
の
現
職
構
成
員
か
ら
な
る
選
挙
人
団
が
構
成
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
選
挙
入
団
に
は
、
こ
れ
ら
の
組
織
が
選
挙
人

名
簿
に
残
す
こ
と
を
請
求
し
た
旧
構
成
員
も
加
わ
る
。
選
挙
さ
れ
る
た
め
に
は
、
三
O
歳
以
上
で
、
五
年
以
上
商
人
で
あ
っ
て
、
裁
判
上
の

更
生
ま
た
は
清
算
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
の
な
い
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
裁
判
所
は
、
農
事
賃
貸
借
同
数
裁
判
所
の
よ
う
に
、
同
数
裁
判
所
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
選
挙
は
、
二
つ
の
同
職
者
ご
と
に
組
織

さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
の
裁
判
所
の
場
合
、
使
用
者
と
被
用
者
で
あ
り
、
後
者
の
場
合
は
、
賃
貸
人
と
賃
借
入
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
選

一
段
階
の
み
行
わ
れ
る
。
労
働
裁
判
所
に
つ
い
て
は
、
投
票
方
法
は
、
雇
用
者
お
よ
び
被
用
者
を
最
も
よ
く
代
表
す
る
組
合
に
よ
っ

jヒ法52(1.195)195 
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、
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て
作
成
さ
れ
た
名
簿
の
冒
頭
に
、
選
挙
さ
れ
る
者
が
掲
載
さ
れ
る
比
例
代
表
制
を
採
る
。
労
働
裁
判
所
の
裁
判
官
に
選
ば
れ
る
た
め
に
は
、

一
二
歳
以
上
で
あ
れ
ば
足
り
る
が
、
同
時
に
定
年
退
職
者
を
選
ぶ
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
ま
た
実
例
も
多
い
。
農
事
裁
判
官
に
選
ば
れ
る
最

少
年
齢
は
、
二
六
歳
で
あ
り
、
さ
ら
に
五
年
以
上
に
わ
た
っ
て
賃
貸
人
ま
た
は
賃
借
入
の
資
格
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
商
人
に

関
し
て
同
様
に
存
在
す
る
、
職
業
に
つ
い
て
の
年
功

[
g
a
B
5
5
の
条
件
で
あ
る
)
。

残
り
二
種
類
の
裁
判
所
に
お
い
て
は
、
市
民
は
任
命
さ
れ
る

(
5
5
2含
)
。
少
年
裁
判
所
の
裁
判
官
席
に
座
る
者
[
市
民
]
は
、
控
訴
院

主
席
裁
判
長
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
、
少
年
問
題
に
つ
い
て
能
力
と
関
心
の
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
三
O
歳
以
上
の
者
の
名
簿
の
中
か
ら
、

司
法
大
臣
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
。
社
会
保
障
事
件
裁
判
所
の
裁
判
官
席
に
座
る
者
は
、
使
用
者
お
よ
び
労
働
者
を
最
も
よ
く
代
表
す
る
団

北法52(1'196)196 

体
に
比
例
す
る
よ
う
に
、
国
家
の
代
表
者
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
名
簿
に
も
と
づ
い
て
任
命
さ
れ
る

直
接
選
挙
人
に
投
票
名
簿
を
提
示
す
る
労
働
裁
判
所
の
任
命
の
場
合
と
の
違
い
で
あ
る
)
。

(
使
用
者
ま
た
は
労
働
者
側
の
団
体
が
、

2 

枠
付
け

(En邑
5
5
2円
)

市
民
裁
判
官
は
、
調
停
役
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
公
正
な
裁
判
を
す
る
よ
う
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
法
律
あ
る
い
は
法

律
に
習
熟
し
て
い
る
者
を
排
除
し
て
は
存
在
し
得
な
い
。
そ
こ
で
立
法
者
は
、
一
方
で
、
臨
時
の
裁
判
官
[
市
民
]
の
長
所
と
考
え
ら
れ
る

特
定
の
職
業
分
野
、
ま
た
は
裁
判
の
対
象
と
な
る
一
定
の
範
時
に
属
す
る
正
し
い
知
識
と
、
他
方
で
、
法
的
能
力
お
よ
び
キ
ャ
リ
ア
裁
判
官

の
手
続
上
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
結
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
結
合
は
、
し
ば
し
ば
、
裁
判
所
の
構
成
、
機
能
に
つ
い
て
も
「
水
平
的
」
に

検
討
さ
れ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
こ
の
結
合
は
「
垂
直
的
」
に
も
考
察
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
本
報
告
で
取
り
あ
げ
る
す
べ
て
の
裁
判
所

は
、
第
一
審
裁
判
所
で
あ
り
、
そ
し
て
、
不
服
申
立
が
あ
れ
ば
、
事
件
は
直
ち
に
職
業
裁
判
官
の
も
と
に
移
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。



「
水
平
的
」
に
用
い
ら
れ
る
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
い
う
の
は
、
以
上
の
六
つ
の
裁
判
所
の
う
ち
の
四
つ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
「
参
審
制
」

(
払

n
F
2
5由
明
白
)
と
い
い
、
職
業
裁
判
官
と
臨
時
の
[
市
民
]
裁
判
官
で
裁
判
官
席
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
つ
の
刑
事
裁
判
所
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
重
罪
院
に
お
い
て
は
、
陪
審
員
の
数
お
よ
び
そ
の
自
立
性
は
、
三
人
の
職
業
裁
判
官
と
の
関
係

で
、
何
度
も
変
わ
っ
た
。
当
初
、
陪
審
の
み
で
事
実
お
よ
び
罪
責
に
つ
い
て
評
議
を
行
い
、
(
狭
義
の
)
法
廷
は
、
国
民
[
陪
審
]
の
だ
し

た
結
論
か
ら
法
的
結
論
(
無
罪
ま
た
は
有
罪
、
刑
の
重
さ
)
を
導
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
一
八
三
二
年
、
陪
審
は
、
減
軽
事
情
を
認

め
る
権
利
を
獲
得
し
、
そ
し
て
一
世
紀
後
の
一
九
三
一
一
年
、
裁
判
官
と
と
も
に
量
刑
に
参
加
す
る
権
利
も
手
に
入
れ
た
。
し
か
し
、

一
年
か
ら
一
九
四
五
年
に
か
け
て
、
陪
審
は
も
は
や
単
独
で
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。
す
べ
て
の
評
議
は
、

九
四

一
一
一
人
(
九
人

司法と市民参加

の
陪
審
員
と
三
人
の
裁
判
官
)
で
行
わ
れ
た
。
両
者
の
協
働
が
一
般
的
と
な
り
、
参
審
制
は
決
定
的
に
な
っ
た
。
だ
が
し
か
し
、
(
有
罪
や

刑
の
選
択
な
ど
)
被
告
人
に
不
利
益
な
決
定
は
す
べ
て
、
少
な
く
と
も
八
人
の
賛
成
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
数
字
は
、
陪
審
員
の

絶
対
多
数
(
九
人
の
う
ち
五
人
)
が
決
定
に
賛
成
で
あ
る
こ
と
を
保
障
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
少
年
裁
判
所
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
一
九
四

五
年
以
来
変
わ
っ
て
お
ら
ず
、
ひ
と
り
の
裁
判
官
と
二
人
の
市
民
参
審
員
か
ら
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
市
民
が
過
半
数
を
占
め
る
。

民
事
裁
判
所
の
中
で
は
、
農
事
賃
貸
借
同
数
裁
判
所
と
社
会
保
障
事
件
裁
判
所
が
、
共
通
に
同
数
制
と
参
審
制
を
採
っ
て
い
る
。
こ
の
二

つ
の
裁
判
所
は
、
市
民
の
陪
席
裁
判
官
に
両
サ
イ
ド
か
ら
固
ま
れ
た
職
業
裁
判
官
に
よ
っ
て
審
理
が
進
め
ら
れ
る
(
前
者
の
裁
判
所
に
つ
い

て
は
、
小
審
裁
判
所
裁
判
官
、
後
者
の
裁
判
所
に
つ
い
て
は
、
大
審
裁
判
所
裁
判
官
ま
た
は
名
誉
裁
判
官
)
0

し
た
が
っ
て
、
こ
の
二
つ
の

場
合
と
も
に
、
裁
判
所
は
、
寄
数
の
裁
判
官
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

の
こ
る
労
働
裁
判
所
と
商
事
裁
判
所
は
、
職
業
裁
判
官
を
ひ
と
り
も
含
ま
な
い
裁
判
所
で
あ
る
。
ア
プ
リ
オ
リ
に
選
任
さ
れ
た
市
民
だ
け

で
、
裁
判
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
労
働
裁
判
所
に
つ
い
て
は
、
事
態
は
そ
う
単
純
で
は
な
く
、
ま
た
、
商
事
裁
判
所
に
関
し
て
は
改

革
が
現
在
進
行
中
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
労
働
裁
判
所
に
つ
い
て
ま
ず
、
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
こ
の
裁
判
所
は
、
完
全
に
同
数
原
則
に

北法52(1・197)197
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も
と
づ
い
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
(
使
用
者
と
被
用
者
の
)
裁
判
所
の
構
成
は
、
偶
数
に
な
り
、
一
九
O
五
年
以
来
、
裁
判
長

は
影
響
力
あ
る
投
票
権
を
も
た
な
く
な
っ
た
。
た
だ
、
投
票
権
を
平
等
に
分
配
す
る
こ
と
に
は
、
危
険
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
社
会
的
緊
張
が

(
幻
)

次
第
に
高
ま
っ
た
よ
う
な
時
代
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
が
は
っ
き
り
固
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
障
路
を
解
決

す
る
た
め
に
、
審
理
裁
判
官
が
「
裁
決
者
」
と
し
て
介
入
す
る
。
こ
の
審
判
の
と
き
に
、
ひ
と
り
ま
た
は
複
数
の
[
労
使
代
表
の
]
裁
判
官

北法52(1・198)198

が
欠
席
し
た
と
き
は
(
実
務
上
次
第
に
増
加
し
て
い
る
)
、
審
理
裁
判
官
は
単
独
で
裁
判
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

商
事
裁
判
所
は
、
同
数
裁
判
所
で
は
な
く
、
原
則
と
し
て
三
人
の
裁
判
官
で
構
成
さ
れ
る
。
審
理
の
た
め
四
人
目
の
裁
判
官
が
加
わ
る
必

要
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
長
の
一
票
が
優
先
し
た
。
こ
こ
二
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
、
こ
れ
ら
の
準
則
は
、
商
事
裁
判
所
を
、
職
業
裁
判
官

を
完
全
に
排
除
し
た
唯
一
の
裁
判
所
に
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
終
わ
り
を
告
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、

近
年
、
商
事
裁
判
所
は
、
幾
つ
か
の
公
式
の
報
告
書
に
よ
っ
て
、
厳
し
く
批
判
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
く
に
批
判
が
強
い
の
は
、
困

難
を
抱
え
た
企
業
に
介
入
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
の
会
社
へ
の
厳
し
す
ぎ
る
経
済
的
評
価
が
な
さ
れ
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
、

シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
会
社
の
清
算
を
導
い
て
し
ま
う
問
題
が
指
摘
さ
れ
る
一
方
で
、
汚
職
の
存
在
も
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
た
。
現
在
、
改

革
が
検
討
中
で
あ
り
、
二
O
O
一
年
一
月
か
ら
施
行
さ
れ
る
た
め
に
、
二

0
0
0
年
初
め
に
投
票
が
行
わ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
政
府
案
に
よ

れ
ば
、
各
商
事
裁
判
所
に
お
い
て
、
ひ
と
り
の
職
業
裁
判
官
と
二
人
の
任
命
さ
れ
た
裁
判
官
か
ら
成
る
「
混
成
部
」

(nEBσ
『

2
2
2
2
)

が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
部
は
、
あ
る
範
囲
の
紛
争
(
集
団
訴
訟
、
価
格
競
争
、
会
社
契
約
、
金
融
証
書
)
に
つ
い
て
管
轄
を
も

つ
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、

-

1

4

強
い
不
満
を
も
っ
商
事
裁
判
官
と
の
交
渉
の
結
果
と
し
て

1

1
そ
れ
以
外
の
領
域
の
紛
争
に
つ
い
て

は
、
選
ば
れ
た
裁
判
官
の
み
で
裁
判
を
し
続
け
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
部
分
的
で
は
あ
る
が
、
参
審
制
は
、
現
在
ま
で
距
離
を
保
っ

て
い
た
裁
判
所
を
ひ
と
つ
手
中
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
他
の
改
正
点
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
二
段
階
制
を
廃
し
た
直
接
投
票
制
(
換
言
す
る

と
、
選
挙
代
理
人
の
廃
止
)
、
被
選
挙
人
の
年
齢
の
上
限
の
設
定
(
六
五
歳
)
、
交
渉
の
そ
の
他
の
結
果
と
し
て
控
訴
院
商
事
部
に
お
け
る
商



事
裁
判
官
の
立
会
、
な
ど
で
あ
る
。

(
辺
)

「
垂
直
的
」
な
面
で
は
、
市
民
に
聞
か
れ
て
い
る
す
べ
て
の
裁
判
所
は
、
第
一
審
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
古
典
的
に
は
、
「
控
訴
」

に
よ
っ
て
、
紛
争
は
職
業
裁
判
官
の
み
か
ら
構
成
さ
れ
る
通
常
の
裁
判
所
(
控
訴
院
)
の
前
に
送
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
当
事
者
の
一
方
が

不
満
の
場
合
、
訴
訟
の
第
二
段
階
が
開
始
さ
れ
る
と
同
時
に
、
厳
密
な
意
味
で
法
的
な
議
論
を
援
用
す
る
こ
と
が
、
つ
ね
に
可
能
に
な
る
。

だ
が
し
か
し
、
こ
れ
も
幾
分
古
典
的
問
題
だ
が
、
重
罪
院
の
判
決
に
対
す
る
控
訴
は
許
さ
れ
ず
、
可
能
な
の
は
破
棄
申
立
の
み
で
あ
っ
た
。

二
O
O
一
年
か
ら
二

O
O
二
年
に
か
け
て
、
こ
の
最
も
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
問
題
に
つ
い
て
、
重
要
な
風
景
の
変
化
が
訪
れ
よ
う

と
し
て
い
る
。
ま
ず
、
す
で
に
言
及
し
た
商
事
裁
判
所
の
改
革
が
あ
る
。
こ
の
改
革
に
よ
り
、
フ
ラ
ン
ス
史
上
初
め
て
、
控
訴
院
の
中
に
選

任
さ
れ
た
商
事
裁
判
官
が
お
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
参
審
制
が
第
二
審
に
実
現
す
る
。
次
に
、
最
近
の
法
律
で
、
「
無
罪
の

(
幻
)

推
定
と
被
害
者
の
権
利
を
強
化
す
る
」
二

0
0
0
年
六
月
一
五
日
法
が
あ
る
。
同
法
は
、
二

0
0
一
年
一
月
一
日
か
ら
、
重
罪
の
公
判
手
続

を
、
か
な
り
の
程
度
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
重
罪
院
に
市
民
の
陪
審
員
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
市
民
の
代
表
を
含
ま
な
い

別
の
裁
判
所
(
控
訴
院
)
に
上
訴
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
、
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
[
重
罪
と
い
う
]
最
も
重
い
犯
罪
に
つ
い
て
、
こ
の

よ
う
な
矛
盾
し
た
状
態
が
あ
り
、
二
審
制
[
上
訴
権
]
を
人
権
と
し
て
保
障
し
て
い
る
国
際
準
則
に
適
合
し
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
も
の

(

M

)

(

お
)

が
あ
っ
た
。
長
き
'
に
わ
た
る
寵
踏
の
後
、
「
迂
回
し
た
」

(
g
z
g
E
C
上
訴
の
原
則
が
採
用
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
九
人
で
は
な
く
、

一
一
一
人
の
陪
審
員
で
構
成
さ
れ
る
別
の
陪
審
院
に
上
訴
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
結
局
、
抽
選
で
選
ば
れ
る
最
も
ふ
?
っ
の
'
市
民
が
、

し
か
し
、

司法と市民参加

審
同
様
、
第
二
審
で
も
裁
判
官
に
な
る
。
た
だ
、

i
l
第
二
審
の
裁
判
所
は
上
訴
審
で
は
な
い
の
で
|
|
上
訴
審
裁
判
官
に
な
る
わ
け
で

は
な
い
。
一
二
人
の
陪
審
員
は
、
九
人
の
陪
審
員
の
と
っ
た
判
断
を
見
直
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
上
訴
申
立
の
係
属
す
る
こ
の
裁
判

北法S2(l・199)199

所
は
、
参
審
制
の
ま
ま
で
あ
る
。
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司
法
の
機
能
に
対
す
る
市
民
の
そ
の
他
の
参
加
形
態

北法52(1・200)200

H 
フ
ラ
ン
ス
手
続
法
お
よ
び
司
法
と
の
関
係
に
お
け
る
市
民
の
地
位
に
関
し
て
、
別
の
二
つ
の
側
面
を
取
り
上
げ
明
ら
か
に
し
よ
う
。

第
一
に
、
市
民
裁
判
官
と
は
い
え
な
い
が
、
市
民
の
裁
判
補
助
者
に
つ
い
て
で
あ
る
。
「
裁
判
補
助
者
」
(
告
阿
佐
ど
『
目
的
号
』
巴
丘
町
町
)
と
い

う
表
現
は
、
非
常
に
古
典
的
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
す
る
対
象
は
、
書
記
官
、
警
察
官
、
司
法
行
政
官
、
弁
護
士
、
執
行
官
:
:
:

こ
れ
ら
は
完
全
に
司
法
に
結
び
つ
い
た
職
業
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
本
報
告
で
は
扱
わ
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
二
、
三
O
年
ほ
ど
以
前
か
ら
、

退
職
者
、
ソ
!
シ
ヤ
ル
ワ
!
カ

l
、
そ
し
て
し
ば
し
ば
、
幾
ば
く
か
の
研
修
を
受
け
諸
国
体
の
一
員
と
し
て
活
動
す
る
一
般
市
民
な
ど
が
主

体
と
な
っ
た
新
し
い
活
動
が
現
れ
た
こ
と
は
、
注
目
さ
れ
る
。
こ
ち
ら
の
方
は
、
わ
れ
わ
れ
の
関
心
事
で
あ
る
。
刑
事
法
以
外
の
と
こ
ろ
に

現
れ
た
こ
の
動
き
は
、
今
日
「
準
司
法
」
(
冨
吉
田
巴

g
円
四

m
H
U
S
H
H
E尽
)
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
普
及
と
と
も
に
拡
が
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
原
因

は
多
数
あ
り
、
相
互
に
絡
み
合
っ
て
い
る
が
、
簡
単
に
ま
と
め
る
と
、
伝
統
的
司
法
の
危
機
、
国
家
活
動
の
分
権
化
、
被
害
者
に
対
す
る
新

し
い
態
度
:
:
:
な
ど
で
あ
る
。

し
か
し
、
被
害
者
に
対
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
は
つ
ね
に
、
他
の
多
く
の
法
シ
ス
テ
ム
と
比
べ
、
刑
事
手
続
上
よ
り
よ
い
地
位
を
与
え
て

き
た
。
非
常
に
古
典
的
な
こ
と
だ
が
、

l
i
こ
の
第
二
の
点
は
別
段
新
し
い
こ
と
で
は
な
い

l
!被
害
者
は
、
た
ん
に
損
害
賠
償
の
訴
え

(
「
私
訴
」
)
を
刑
事
裁
判
所
に
提
起
で
き
る
だ
け
で
は
な
く
、
刑
事
訴
追
(
「
公
訴
」
)
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
ニ
疋
の
役
割
を
は
た
す
こ

と
が
で
き
る
。
確
か
に
、
犯
罪
の
被
害
者
で
あ
る
す
べ
て
の
市
民
は
、
刑
事
司
法
の
運
営
に
参
加
で
き
な
い
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
そ
の

開
始
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
実
は
関
与
以
上
の
役
割
で
、
裁
判
を
制
御
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
役
割
は
、
民
事
裁

判
で
は
、
お
よ
そ
当
た
り
前
な
こ
と
で
あ
る
。
民
事
で
は
裁
判
所
自
ら
手
続
を
開
始
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
つ
ね
に
原
告
が
「
始
動
」
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
刑
事
司
法
に
お
い
て
、
被
害
者
の
み
な
ら
ず
、
被
害
者
団
体
が
検
察
官
と
競
合
し
た
役
割
を
も
っ
と



い
う
の
は
、
非
常
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
制
度
と
い
え
よ
う
。

A
1
準
司
法
裁
判
補
助
市
民

こ
こ
で
は
、
な
お
あ
い
ま
い
な
領
域
で
あ
る
固
有
の
準
司
法
[
司
法
の
周
縁
]
領
域
に
入
っ
た
検
討
を
す
る
た
め
、
裁
判
行
為
(
田
口
円
相
官
'

(
お
)

コ仏
5
5ロ
ロ
立
)
と
呼
ば
れ
る
も
の
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
、
こ
の
表
現
で
使
わ
れ
る
「
司
法
」
と
い
う
言
葉
は
、
か
な
り
広
い
意

味
に
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
現
実
に
問
題
に
な
る
の
は
、
よ
り
正
確
に
は
、
「
紛
争
解
決
に
つ
い
て
の
非
裁
判
上
の

(
幻
)

方
法
、

1
1
1
『
和
解
的
方
法
』
な
い
し
『
代
替
的
方
法
』
と
言
わ
れ
て
い
る
1

1
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
柔
軟
(
「
柔
ら
か
な
」
司

法
と
い
わ
れ
る
。
だ
が
、
「
決
着
を
つ
け
る
」
こ
と
な
く
紛
争
を
終
わ
ら
せ
る
方
法
は
、
紛
争
の
「
平
和
的
」
解
決
の
名
で
、
国
際
法
の
分

野
で
は
ず
っ
と
以
前
か
ら
登
場
し
て
い
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
?
て
迅
速
、
身
近
で
市
民
に
近
づ
く
こ
と
を
目
指
す
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
あ

る
。
あ
る
と
き
は
裁
判
官
に
依
存
し
な
が
ら
、
ま
た
あ
る
と
き
は
多
少
と
も
自
立
的
に
、
司
法
の
周
辺
で
活
動
を
行
う
。
「
準
[
近
い
と
こ

ろ
]
」
(
匂

8
H
-
2
5
と
い
う
言
葉
は
、
と
て
も
表
現
に
富
む
言
葉
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
こ
の
ム

I
ブ
メ
ン
ト
の
特
徴
の
ひ
と
つ
が
、
「
市

民
」
社
会
、
す
な
わ
ち
非
国
家
的
団
体
を
関
与
さ
せ
る
こ
と
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
と
り
わ
け
こ
の
よ
う
な
団
体
の
諸
活

動
は
、

つ
ね
に
大
変
充
実
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
種
の
市
民
の
接
近
は
、
八
0
年
代
の
終
わ
り
以
降
、
「
和
解
所
」
(
ヨ
呂
田
C
記
号
」
E
，

司法・と市民参加

E
8
2
骨
舟
op)
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の
開
設
に
よ
っ
て
よ
り
具
体
化
さ
れ
た
。
こ
の
和
解
所
は
、
裁
判
所
と
は
離
れ
て
、
大
都
市
の
な
か
で
も
、
い
わ
ゆ
る
貧

困
地
区
に
設
け
ら
れ
る
。
一
九
九
九
年
六
月
二
三
日
法
(
裁
判
所
構
成
法
七
l
一
一
一
l
一
l
一
条
)
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
こ
の
和
解
所
は
、

「
法
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
容
易
に
す
る
こ
と
」
、
「
犯
罪
の
予
防
と
被
害
者
の
援
助
」
を
追
求
す
る
こ
と
、
「
刑
事
処
分
に
代
わ
る
処
分
お
よ
び

紛
争
の
和
解
的
解
決
の
た
め
の
諸
活
動
を
受
け
入
れ
る
こ
と
」
を
そ
の
任
務
と
し
て
い
る
。
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こ
の
ム

l
ブ
メ
ン
ト
が
生
ま
れ
た
の
は
、

北法52(1・202)202

一
九
七
五
年
か
ら
一
九
八
五
年
に
か
け
て
で
あ
っ
た
。
日
常
の
司
法
は
、
危
機
に
瀕
し
て
い
た
。

裁
判
所
は
、
不
渡
り
小
切
手
の
振
出
し
、
交
通
事
件
、
離
婚
、
少
額
の
財
産
犯
な
ど
の
「
大
量
」
の
紛
争
に
よ
っ
て
、
溢
れ
か
え
っ
て
い
た
。

都
市
の
犯
罪
が
増
加
し
、
薬
物
の
使
用
に
関
連
す
る
諸
行
為
が
広
く
処
罰
さ
れ
た
こ
と
も
、
こ
の
傾
向
に
拍
車
を
か
け
た
。
あ
る
種
の
都
市

型
暴
力
が
、
経
済
危
機
の
影
響
を
強
く
受
け
た
界
隈
に
少
し
ず
つ
は
び
こ
る
よ
う
に
な
る
。
か
つ
て
は
、
初
発
的
ま
た
は
病
理
的
で
あ
っ
た

少
年
犯
罪
は
、
排
除
型
犯
罪
(
伝
-S官

g
g
q
z♀
5
0ロ
)
に
変
わ
る
。
治
安
悪
化
は
、
重
要
な
政
治
課
題
と
な
っ
た
。
か
く
て
、
個
別
化

青
島
呂
田
ロ
島
田
包
囲
。
ロ
)
を
目
的
と
し
た
個
別
的
介
入
に
依
拠
す
る
刑
事
司
法
は
、
失
敗
し
た
よ
う
に
み
え
る
。
そ
の
失
敗
が
強
く
感
じ
ら
れ

一
九
四
五
年
二
月
二
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
[
少
年
法
]
に
盛
り
込
ま
れ
た
希
望
の
存
す
る
少
年
の
分
野
で
あ
っ
た
。
被
害
者
に
関

す
る
、
あ
る
新
し
い
観
点
が
採
用
さ
れ
る
。
六
0
年
代
の
ア
メ
リ
カ
に
あ
ら
わ
れ
た
変
化
で
、
日
常
的
な
小
さ
な
暴
力
事
件
の
被
害
者
、
交

通
事
件
の
被
害
者
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
性
犯
罪
の
被
害
者
な
ど
、
ど
の
よ
う
な
被
害
者
で
あ
れ
、
そ
の
観
点
は
用
い
ら
れ
た
。
同
時
に
、
一

九
八
一
年
法
に
よ
っ
て
口
火
を
切
ら
れ
た
地
方
分
権
化
政
策
の
結
果
、
犯
罪
予
防
は
、
都
市
の
政
策
ま
た
は
協
定
を
策
定
す
る
際
の
、
地
方

た
の
は
、

公
共
団
体
の
関
心
事
に
な
っ
た
。

司
法
は
、
新
た
な
立
場
に
た
た
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
刑
事
司
法
は
、
こ
れ
ま
で
は
完
全
に
国
家
と
犯
罪
者
の
対
立
を
軸
に
構
成
さ
れ

て
お
り
、
警
察
関
係
者
と
社
会
・
教
育
関
係
者
の
二
人
の
パ
ー
ト
ナ
ー

e
E
B
E
P
Z
)
(こ
の
表
現
は
、
ま
だ
余
り
用
い
ら
れ
て
い
な
い

が
)
以
外
は
、
ほ
と
ん
ど
こ
れ
を
活
用
し
て
こ
な
か
っ
た
。
刑
事
司
法
は
、
今
や
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
「
中
間
団
体
」

(
8『宮
E
S
S
E
E
B国)、

(
お
)

ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
等
を
出
現
さ
せ
て
い
る
。
新
し
い
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
は
、

た
と
え
ば
、
被
害
者
、
家
族
、
共
同
体
、

そ
こ
に
由
来
す
る
。
こ
の
市
民
社
会
に
一
扉
を
開
く
こ
と
は
、
失
わ
れ
た
効
率
性
を
追
求
す
る
た
め
、
可
能
で
あ
り
、
ま
た
必
要
な
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
狙
い
が
、
予
算
を
か
け
ず
に
裁
判
所
を
活
性
化
す
る
こ
と
で
あ
る
点
は
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
「
こ
の
よ
う
な
手
続
の
ア
プ
ロ

l

チ
の
関
心
は
、
古
典
的
な
裁
判
所
へ
の
訴
え
を
予
防
す
る
こ
と
で
あ
り
、
原
告
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
者
の
合
意
を
得
、
時
間
と
費
用
の



{
M
U
)
 

節
約
を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
る
」
。

多
く
の
(
多
す
ぎ
る
?
)
新
し
い
方
式
、
多
彩
な
イ
ニ
シ
ア
テ
イ
ヴ
が
、
和
解
所
の
内
な
い
し
外
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
、
ど
の
よ
う
な
も

の
に
し
ろ
、
準
司
法
の
理
念
の
も
と
で
展
開
さ
れ
る
。
以
下
で
は
、
裁
判
官
の
直
接
の
補
助
者
か
、
間
接
の
補
助
者
か
を
区
別
し
て
、
検
討

ー
レ
ト
A

で
つ
F

。

l 

直
接
の
補
助
者

司法と市民参加

こ
の
項
で
は
、
ま
ず
、
普
通
法
裁
判
所
に
よ
る
和
解
の
あ
い
ま
い
な
伝
統
に
つ
い
て
、
取
り
あ
げ
る
。
和
解

(ngnZ55ロ
)
は
、
裁
判

に
よ
る
救
済
を
避
け
る
た
め
、
妥
協
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
事
者
が
合
意
し
て
各
々
が
要
求
の
一
部
を
放
棄
す
る
こ
と
、
と
定
義
す
る
こ
と

(
初
)

が
で
き
る
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
和
解
の
追
求
は
、
市
民
に
よ
る
裁
判
官
を
含
む
幾
つ
か
の
裁
判
所
の
特
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
そ
れ

は
ま
た
、
一
七
八
九
年
の
革
命
に
よ
り
、
各
小
郡

(ggcg
に
設
け
ら
れ
た
治
安
判
事
(
吉
明
仔
匂
伊
豆
の
本
質
的
任
務
と
同
じ
で
あ
っ

た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
実
務
は
、
工
業
化
な
い
し
都
市
化
さ
れ
た
社
会
の
発
展
と
と
も
に
、
次
第
に
消
滅
し
て
い
っ
た
(
治
安
判
事
は
、

一
九
五
八
年
に
廃
止
さ
れ
、
呼
称
と
し
て
ず
っ
と
技
術
的
な
、
小
審
裁
判
所
裁
判
官
(
官
官
主
ロ
苦
言
問
)
に
代
え
ら
れ
た
)
。
す
べ
て
の
司

法
裁
判
官
(
新
民
事
訴
訟
法
典
一
一
一
条
)
、
行
政
裁
判
官
(
行
政
裁
判
所
法
典
三
条
)
に
対
し
て
、
ま
た
手
続
の
全
段
階
に
つ
い
て
今
な
お

和
解
が
勧
奨
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
裁
判
官
に
よ
る
和
解
が
、
あ
ま
り
発
達
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
は
確
認
し
て
お
く
必

(
お
)

要
が
あ
る
。

(ロ)

そ
こ
で
立
法
者
は
、
裁
判
官
と
多
少
の
結
び
つ
き
は
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
離
れ
た
と
こ
ろ
で
和
解
の
実
践
を
試
み
た
。
民
事
の
、
次
に
刑

事
の
些
細
な
紛
争
に
関
し
て
「
勧
解
人
」

(ng色
E
g互
が
任
命
さ
れ
た
(
一
九
七
七
年
に
は
四
つ
の
県
で
実
施
さ
れ
、
一
九
七
八
年
お

北法52(1'203)203
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(
お
)

よ
び
一
九
八
一
年
の
デ
ク
レ
で
一
般
化
さ
れ
、
一
九
八
七
年
お
よ
び
一
九
九
三
年
の
新
し
い
法
文
に
よ
っ
て
再
活
性
化
さ
れ
た
)
。
勧
解
人

は
、
小
審
裁
判
所
裁
判
官
の
係
属
を
避
け
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
そ
し
て
、
一
九
九
五
年
二
月
八
日
法
以
降
は
、
新
民
訴
法
典
一
一
一
条
に

規
定
さ
れ
た
和
解
を
裁
判
官
の
地
位
と
名
に
お
い
て
行
う
た
め
、
[
小
審
裁
判
所
裁
判
官
以
外
の
]
他
の
裁
判
官
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
こ

と
も
可
能
に
な
っ
た
。
彼
ら
は
、
た
し
か
に
市
民
で
あ
り
、
多
く
の
場
合
退
職
者
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
市
民
と
は
呼
ば
な
い

こ
と
に
す
る
。
何
故
な
ら
、
こ
の
制
度
は
、
い
ま
だ
限
ら
れ
た
実
績
し
か
あ
げ
て
い
な
い
し
、
任
命
さ
れ
る
勧
解
人
の
大
多
数
は
、
法
律
関

係
ま
た
は
裁
判
関
係
の
職
に
就
い
て
い
た
者
か
ら
選
ば
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

裁
判
手
続
に
入
る
前
に
必
要
的
ま
た
は
任
意
的
に
係
属
し
、
あ
る
い
は
特
定
の
訴
訟
で
裁
判
官
を
補
助
す
る
た
め
、
裁
判
官
に
よ
っ
て
係

属
さ
せ
ら
れ
る
一
連
の
勧
解
委
員
会
に
つ
い
て
も
、
市
民
性
を
強
調
し
な
い
こ
と
に
し
よ
う
。
同
委
員
会
は
、
た
し
か
に
、
市
民
よ
っ
て
構

成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
部
は
非
営
利
団
体
を
代
表
し
、
他
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
公
務
員
は
、
彼
ら
の
属
す
る
行
政
部
局
を
代
表
す
る
。
し

か
し
、
勧
解
委
員
会
の
行
政
的
性
格
か
ら
み
て
、
こ
こ
で
分
析
さ
れ
る
ム

l
プ
メ
ン
ト
と
は
、
か
な
り
の
径
庭
が
あ
る
。
他
方
で
、
消
費
者

や
賃
借
入
の
保
護
の
た
め
に
介
入
す
る
一
部
の
委
員
会
を
除
き
、
和
解
所
に
設
置
さ
れ
た
委
員
会
は
非
常
に
少
な
い
。

最
後
に
、
英
米
の
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
に
倣
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
が
一
九
七
三
年
に
導
入
し
た
「
共
和
国
行
政
斡
旋
官
」

(
S
E
E
E『
号

北法52(1・204)204

夜
宮
芸
宮
町
)
、
そ
し
て
一
九
七
八
年
法
に
よ
っ
て
、
県
の
代
理
人
を
「
斡
旋
官
」
に
付
け
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ

う
。
こ
こ
で
の
問
題
は
、
市
民
と
行
政
の
聞
の
仲
介
主
で
あ
り
、
司
法
作
用
へ
の
市
民
参
加
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
フ
ラ
ン
ス

法
が
、
初
め
て
調
停

(
B
E
E
5ロ
)
と
い
う
表
現
を
用
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
調
停
は
多
大
の
成
功
を
収
め
る
。

今
日
の
調
停
l
和
解

(
B
E呂田
S
3
8
2
n
E邑
O
ロ
)
、
あ
る
い
は
賠
償
に
よ
る
調
停

(
B
E
5
c
g
t尽
宮
3
5
5
と
も
い
わ
れ
る
こ
の
方
法
は
、

完
全
に
準
司
法
の
ム

l
ブ
メ
ン
ト
を
体
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
事
実
、
そ
の
目
的
は
つ
ね
に
同
じ
で
、
和
解
に
い
た
る
こ
と
で
訴
訟
を
避
け

る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
調
停
と
い
う
点
を
強
調
す
る
、

二
つ
の
新
し
い
特
徴
が
、
革
新
さ
れ
た
制
度
に
さ
ら
な
る
成
功
を
も
た
ら
し
た
。



そ
の
第
一
は
、
紛
争
の
よ
り
早
い
段
階
の
介
入
、
す
な
わ
ち
司
法
的
介
入
と
比
べ
早
期
に
介
入
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

現
場
の
状
況
に
近
い
と
こ
ろ
で
の
介
入
と
な
っ
た
。
第
二
は
、
調
停
人

(
B
E
E
S円
)
と
命
名
さ
れ
た
第
三
者
で
あ
る
介
入
者
が
よ
り
積
極

的
な
役
割
を
担
い
、
心
理
学
の
研
修
を
含
む
研
修
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

最
初
の
経
験
[
実
験
]
は
、
八
0
年
代
半
ば
に
お
い
て
、
民
法
の
分
野
、
と
り
わ
け
家
事
紛
争
お
よ
び
保
護
を
要
す
る
少
年
に
密
接
に
関

連
す
る
分
野
で
は
じ
ま
っ
た
。
職
業
裁
判
官
が
、
二
疋
の
団
体
な
い
し
部
局
に
調
停
の
試
み
を
依
頼
す
る
慣
行
が
生
ま
れ
た
。
そ
れ
ら
の
団

体
等
は
、
紛
争
当
事
者
が
相
対
し
、
可
能
で
あ
れ
ば
当
事
者
間
で
、
後
に
裁
判
官
が
確
認
す
る
解
決
策
を
見
出
す
た
め
に
有
用
な
技
術
に
つ

い
て
、
十
分
な
研
鐘
を
積
ん
で
い
た
。
そ
の
後
、
こ
の
慣
行
は
、
先
の
一
九
九
五
年
二
月
八
日
法
に
よ
っ
て
認
可
さ
れ
、
若
干
の
規
制
(
当

事
者
の
同
意
の
必
要
性
)
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

司法と市民参加

こ
の
よ
う
な
動
き
[
調
停
の
立
法
化
]
は
、
直
ち
に
軽
微
犯
罪
、
と
り
わ
け
初
犯
者
お
よ
び
少
年
犯
罪
者
の
処
遇
に
も
拡
張
さ
れ
た
。
こ

れ
ら
の
試
み
は
、
都
市
部
で
発
達
し
、
そ
こ
で
は
団
体
組
織
が
共
和
国
検
事
の
同
意
と
弁
護
士
会
の
支
援
を
受
け
て
活
発
に
活
動
し
た
。
そ

の
理
念
は
、
「
行
為
者
が
同
意
し
、
被
害
者
の
受
け
入
れ
る
賠
償
は
刑
事
賠
償
と
い
う
に
値
し
、
初
犯
者
が
裁
判
所
お
よ
び
有
罪
判
決
な
ど

司
法
[
裁
判
]
を
体
験
す
る
の
を
避
け
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
」
と
こ
ろ
に
あ
る
。
法
的
な
面
で
は
、
そ
の
実
践
は
訴
追
以
外
の
選
択
肢
を

望
む
検
事
局
の
参
加
を
前
提
に
し
て
い
る
。
社
会
学
的
に
い
う
と
、
「
そ
れ
[
実
践
]
は
、
裁
判
所
を
で
て
犯
罪
地
お
よ
び
、
い
ず
れ
に
し

(
ぬ
)

ろ
住
居
地
に
で
か
け
て
い
く
必
要
に
応
え
る
も
の
で
あ
る
」
o

そ
の
最
初
の
承
認
は
、
刑
法
典
四
一
条
(
七
項
)
お
よ
び
少
年
犯
罪
に
関
す

る
一
九
四
五
年
二
月
二
日
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
(
一
一
一
!
一
条
)
を
補
完
す
る
一
九
九
三
年
一
月
四
日
法
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
次
い
で
、

(
お
)

一
九
九
六
年
デ
ク
レ
が
、
刑
訴
法
典
一
五
l
一
条
か
ら
一
五
l
八
条
ま
で
に
よ
っ
て
、
仲
裁
人
の
採
用
方
法
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、

先
に
述
べ
た
一
九
九
九
年
六
月
一
一
一
一
一
日
法
が
、
刑
訴
法
典
に
新
四
一
l
t

一
条
か
ら
四
一

l
四
条
ま
で
を
追
加
し
、
他
の
可
能
性
を
も
た
ら
す

こ
と
に
よ
っ
て
、
技
術
的
な
面
で
の
見
直
し
と
補
完
が
行
わ
れ
た
。
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シンポジウム

こ
の
法
律
以
降
、
そ
の
他
の
介
入
方
法
が
共
和
国
検
事
に
よ
っ
て
市
民
に
付
託
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
犯
罪
に
対
す
る
反
作

用
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
処
分
の
ひ
と
つ
で
、
「
第
三
の
途
」

(
g
E
b
B
o
g
-
m
)
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
表
現
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
起
訴
便

宜
主
義
の
下
で
、
検
察
官
は
、
起
訴
ま
た
は
不
起
訴
と
い
う
全
か
無
か
の
二
元
的
解
決
の
ほ
か
に
、
今
日
別
の
解
決
法
を
も
つ
に
い
た
っ
た
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
近
年
、
検
察
官
の
関
与
は
大
き
く
変
化
し
た
。
一
方
で
、
こ
の
介
入
は
「
現
実
的
時
間
の
う
ち
に
」
、
電
話
で
犯
罪

を
知
ら
さ
れ
る
と
、
直
ち
に
実
施
さ
れ
る
。
報
告
書
に
よ
っ
て
知
ら
さ
れ
た
後
数
週
間
を
経
て
、
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
他
方
で
、
検
事

局
は
、
方
式
に
従
っ
た
訴
追
を
開
始
す
る
か
否
か
を
直
ち
に
宣
言
し
な
い
。
そ
の
決
定
は
、
(
比
較
的
)
簡
易
迅
速
に
行
わ
れ
る
介
入
の
結

北法52(1・206)206 

果
が
で
る
ま
で
停
止
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
介
入
の
実
施
は
、
多
く
の
場
合
、
犯
罪
行
為
者
と
被
害
者
が
、
合
意
し
て
物
的
お
よ
び
(
ま
た
は
)

精
神
的
満
足
を
追
求
す
る
た
め
に
面
会
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。

一
般
的
に
、
介
入
者

(
E
R
2
8
B
Z
)
は
、
裁
判
官
や
警
察
官
で
は
な
く
(
何
故
な
ら
、
こ
の
制
度
の
目
的
が
、
彼
ら
の
負
担
を
軽
減
し
、

別
の
顔
を
提
示
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
て
さ
ら
に
、
ソ

1
シ
ヤ
ル
ワ

l
ヵ
ー
な
ど
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
で
も
な
い
。
彼
ら
介

入
者
の
研
修
お
よ
び
配
置
は
、
次
第
に
団
体
の
側
で
確
保
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
(
国
家
の
任
務
免
除
も
、
経
済
化
[
合
理
化
]
の
シ

(
お
)

ノ
ニ
ム
で
あ
る
)
。

こ
れ
ら
の
任
務
を
列
挙
し
て
み
よ
う
(
調
停
を
除
く
)
。
検
事
局
の
請
求
に
も
と
づ
き
、
公
訴
権
の
決
定
以
前
に
、
法
律
の
定
め
る
諸
々

の
義
務
の
喚
起
を
執
り
行
う
こ
と
、
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
(
刑
訴
法
典
四
一
ー
ー
一
条
)
。
行
為
者
が
成
人
で
犯
行
を
認
め
て
い
る
一

定
の
犯
罪
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
そ
れ
以
外
は
同
一
の
条
件
の
も
と
で
、
必
要
に
応
じ
て
、
罰
金
を
払
う
、
共
同
体
の
た
め
の
無
償
労
働
を

行
う
、
犯
罪
に
よ
る
被
害
を
賠
償
す
る
:
:
:
な
ど
の
処
分
を
ひ
と
つ
ま
た
は
複
数
命
じ
る
「
刑
事
的
妥
結
」

(gs℃
S
E
E
-コ
色
相
)
を
提

案
す
る
こ
と
(
刑
訴
法
典
四
一

l
二
条
)
。
共
和
国
検
事
ま
た
は
少
年
裁
判
所
の
請
求
に
も
と
づ
き
、
少
年
に
対
し
て
、
被
害
者
の
同
意
の

も
と
で
、
被
害
者
に
関
す
る
援
助
ま
た
は
賠
償
の
処
分
ま
た
は
活
動
、
共
同
体
の
利
益
の
た
め
の
同
様
の
処
分
ま
た
は
活
動
を
提
案
す
る
こ



と
(
一
九
四
五
年
二
月
二
日
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
一
二
|
一
条
)
。

私
の
ポ
ワ
チ
エ
大
学
の
同
僚
、
ジ
ヤ
ン
・
プ
ラ
デ
ル
の
論
文
の
引
用
を
し
て
、
結
論
に
代
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。
「
も
し
誰
か
が
、
『
第
三

の
途
』
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
場
合
、
直
ち
に
気
が
付
く
こ
と
は
、
そ
れ
が
手
続
の
な
い
司
法
で
あ
り
、
し
か
し
同
時
に
、
犯

罪
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
解
答
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
第
三
の
途
は
、
伝
統
的
司
法
に
背
を
向
け
、
抜
け
道
を
通
っ
て
回
復
的
機
能

(向。ロ

S
S
み

E
E雪
白
)
を
果
た
す
。
一
九
九
九
年
の
立
法
者
は
、
紛
争
の
沈
静
化
を
優
先
さ
せ
る
た
め
、
刑
罰
法
規
の
適
用
を
あ
き
ら
め

た
。
立
法
者
は
、
と
り
わ
け
、
加
害
者
と
被
害
者
の
架
け
橋
と
も
い
え
る
調
停
の
場
合
に
関
し
て
、
刑
事
司
法
の
民
事
的
概
念
を
承
認
し
た
。

そ
れ
は
、
犯
人
と
被
害
者
の
聞
の
社
会
組
織
を
あ
ま
り
破
壊
せ
ず
、
訴
訟
と
い
う
重
砲
を
用
い
な
い
で
亀
裂
を
縫
合
で
き
る
と
い
う
事
実
に

依
拠
し
て
機
能
す
る
。
償
い
と
紛
争
の
沈
静
化
、
社
会
復
帰
と
い
う
こ
れ
ら
の
理
念
は
、
(
:
:
:
)
ア
メ
リ
カ
人
が
『
損
害
修
復
的
司
法
』

(
幻
)

(
3
2
2
8雪
伺
』
5
丘
町
開
)
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
」
。

2 

間
接
的
補
助
者

司法と市民参加

こ
こ
で
は
、
こ
の
表
現
[
間
接
的
補
助
者
]
を
、
そ
の
是
非
は
と
も
か
く
、
裁
判
官
に
属
す
る
諸
任
務
か
ら
距
離
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て

用
い
る
こ
と
に
し
よ
う
。
具
体
的
に
は
、
被
害
者
の
受
け
入
れ
、
被
害
者
へ
の
情
報
提
供
、
受
刑
者
の
家
族
、
友
人
[
恋
人
]
の
受
け
入
れ
、

彼
ら
へ
の
情
報
提
供
、
刑
の
執
行
を
猶
予
さ
れ
た
者
の
社
会
復
帰
の
援
助
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
任
務
が
、
直
接
裁
判
官
自
身
か
ら
発
せ

ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
恐
ら
く
、
広
義
に
お
け
る
司
法
の
公
役
務

(
8
E
B
E
E
n
)
と
し
て
、
引
き
受
け
ら
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
ろ
う
。
実
際
に
は
、
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
、
釈
放
さ
れ
た
者
に
対
す
る
活
動
だ
け
が
、

放
者
援
助
委
員
会

(
C
P
A
L
)
に
よ
っ
て
引
き
受
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
委
員
会
は
、

北法52(1・207)207

一
九
四
六
年
に
創
設
さ
れ
た
保
護
観
察
及
び
釈

一
九
九
九
年
に
、
社
会
復
帰
及
び
保
護
観
察
矯
正



局

(
S
P
I
P
)
に
改
組
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
[
刑
事
手
続
か
ら
]
ひ
と
た
び
完
全
に
自
由
に
な
っ
た
後
は
、
彼
ら
に
援
助
の
手
を
さ
し
の

べ
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
民
間
諸
団
体
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

こ
の
諸
国
体
は
、
七
0
年
代
の
半
ば
こ
ろ
か
ら
、
被
拘
禁
者
へ
の
支
援
の
た
め
の
介
入
を
、
拘
禁
施
設
に
面
会
に
来
る
家
族
、
友
人
[
恋

人
]
の
受
け
入
れ
に
ま
で
拡
げ
た
。
受
入
れ
の
内
容
と
し
て
は
、
行
刑
施
設
の
近
く
に
待
合
室
と
し
て
確
保
し
た
場
所
の
提
供
、
宿
泊
、
子

ど
も
の
世
話
、
面
会
の
約
束
、
清
潔
な
下
着
の
交
付
:
:
:
な
ど
が
あ
る
。
行
刑
[
矯
正
]
当
局
は
、
当
初
煮
え
切
ら
な
い
態
度
で
あ
っ
た
が
、

現
在
は
こ
れ
ら
の
活
動
の
有
用
性
を
認
め
て
お
り
、
諸
国
体
と
の
接
触
は
、
ず
っ
と
以
前
か
ら
待
望
さ
れ
て
い
た
一
定
の
前
進
を
も
た
ら
し

た。

シンポジウム
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い
わ
ゆ
る
被
害
者
援
助
諸
団
体
に
よ
る
動
き
が
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
援
助
(
包
含
)
と
は
、
辛
抱
強
く

聴
く
こ
と
、
有
効
な
情
報
提
供
、
心
理
的
障
害
に
対
す
る
専
門
家
に
よ
る
配
慮
、
し
ば
し
ば
必
要
と
な
る
追
跡
ま
た
は
同
行
な
ど
で
あ
る
。

司
法
は
、
こ
れ
ら
を
全
く
怠
っ
て
き
た
。
一
一
丹
な
ら
ず
、
非
営
利
団
体
に
よ
っ
て
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
が
と
ら
れ
、
一
再
な
ら
ず
、
司
法
の
側

が
そ
れ
ら
の
提
案
の
最
善
の
も
の
を
受
け
入
れ
た
。
結
果
と
し
て
、
非
常
に
重
要
な
発
展
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
そ
の
及
ぶ
領
域
は
多
種
多
様

で
、
性
的
侵
害
行
為
の
被
害
者
の
受
け
入
れ
、
性
的
侵
害
の
幼
児
被
害
者
の
証
言
、
集
団
的
事
故
の
際
の
即
座
の
心
理
学
的
援
助
お
よ
び
法

的
援
助
、
賠
償
手
続
の
改
善
:
:
:
な
ど
が
あ
る
。

さ
ら
に
新
し
い
動
き
と
し
て
は
、

B
l
公
訴
の
開
始
の
た
め
に
司
法
官
と
競
合
す
る
市
民

こ
こ
で
、
手
続
の
古
典
的
な
概
念
で
あ
る
公
訴
権
に
た
ち
戻
ろ
う
。
公
訴
権
は
、
確
証
さ
れ
た
事
実
に
つ
い
て
有
責
で
あ
る
と
判
断
さ
れ

た
犯
罪
行
為
者
に
刑
を
適
用
す
る
た
め
、
検
察
官
と
い
う
司
法
官
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
も
の
で
(
検
事
、
検
事
補
と
も
に
、
な
お
司
法
官



と
呼
ば
れ
る
)
、
検
察
官
は
、
訴
追
裁
量
権
と
い
う
絶
対
的
権
限
を
有
す
る
。
私
訴
権
は
、
犯
罪
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
損
害
を
賠
償
さ
せ

る
た
め
、
被
害
者
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
被
害
者
は
、
民
事
裁
判
所
を
選
ぶ
か
、
刑
事
裁
判
所
を
選
ぶ
か
の
選
択
権
を
も
っ

(
刑
事
裁
判
所
の
と
き
、
「
私
」
訴
と
呼
ば
れ
る
)
。
私
訴
権
が
刑
事
裁
判
所
に
対
し
て
行
使
さ
れ
る
と
き
、
こ
の
私
訴
権
は
、
よ
り
迅
速
に
、

か
つ
最
少
の
費
用
で
賠
償
を
受
け
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
み
な
ら
ず
、
以
下
の
よ
う
な
幾
つ
か
の
刑
事
上
の
特
権
を
享
受
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
す
な
わ
ち
、
記
録
へ
の
ア
ク
セ
ス
、
予
審
行
為
へ
の
立
会
い
、
記
録
に
も
と
づ
き
公
判
廷
に
お
い
て
発
言
す
る
こ
と
、

一
定
の
決
定

に
対
す
る
不
服
申
立
、
な
ど
で
あ
る
。

司法と市民参加

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
我
々
の
関
心
事
は
、
被
害
者
に
よ
る
私
訴
権
の
行
使
が
、
公
訴
権
を
始
動
さ
せ
、
検
事
局
が
積
極
的

に
訴
権
を
発
動
せ
ず
、
い
ず
れ
に
し
ろ
公
訴
し
な
い
と
決
断
し
て
い
た
場
合
に
も
、
検
事
局
に
訴
訟
追
行
を
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
犯
罪
被
害
者
で
あ
る
す
べ
て
の
市
民
は
、
刑
事
裁
判
所
に
対
し
て
刑
事
訴
権
を
行
使
で
き
な
い
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
訴
訟
を
開
始

(
お
)

さ
せ
る
権
利
は
有
す
る
。
一
九
O
六
年
の
破
棄
院
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
解
決
は
、
今
日
、
刑
事
訴
訟
法
典
一
条
二
項
に
立
法
化
さ
れ
た
。
そ

れ
に
よ
れ
ば
、
「
公
訴
権
は
、
本
法
の
定
め
る
要
件
の
も
と
で
、
被
害
者
も
こ
れ
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
。

諸
団
体
に
よ
る
こ
の
権
利
の
行
使
は
、
民
主
主
義
に
と
っ
て
本
質
的
な
問
題
を
つ
ね
に
提
起
し
て
き
た
し
、
今
な
お
提
起
し
続
け
て
い
る
ο

そ
の
問
題
に
触
れ
て
、
本
報
告
を
終
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

刑
事
訴
訟
法
典
二
条
は
、
「
犯
罪
に
よ
っ
て
直
接
生
じ
た
損
害
を
一
身
的
に
受
け
た
者
」
に
の
み
、
私
訴
権
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
財
産
、
機
能
、
名
誉
等
を
侵
害
さ
れ
た
法
人
自
身
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
判
例
は
、
長
き
に
わ
た
っ
て
、

m
A
切
J
V

法
人
が
、
自
ら
代
表
す
る
団
体
の
利
益
の
名
の
も
と
で
、
す
な
わ
ち
、
団
体
が
守
る
職
業
的
、
道
義
的
、
社
会
的
、
人
道
的
価
値
の
名
の
も
却

と
で
活
動
す
る
こ
と
に
反
対
し
て
き
た
。
裁
判
官
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
い
う
利
益
は
一
般
利
益

(Eh島
問
古
今
島
、
公
の
秩
序
に
回宇品

連
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
、
検
察
官
の
み
が
訴
追
を
開
始
す
る
か
否
か
の
裁
量
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
守
ら
れ
る
の
で
あ
る
、
と
。
ゎ
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裁
判
官
の
こ
の
よ
う
な
抵
抗
に
か
か
わ
ら
ず
、

北法52(1・210)210 

フ
ラ
ン
ス
の
法
律
は
、
頻
繁
な
法
改
正
に
よ
っ
て
、
最
初
は
職
業
組
合
に
(
一
九
二

O
年)、

一
九
一
五
年
に
は
数
多
く
の
禁
酒
運
動
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
、
四
0
年
代
に
は
そ
の
家
族
の
た
め
の
ア
ソ
シ
エ

l

一
九
七
二
年
に
は
差
別
と
闘
う
団
体
に
、
一
九
七
五
年
に
は
管
理
売
春
と
闘
う
団
体
に
、
さ
ら
に
一
九
七
0
年
代
に
は
、
消
費

者
保
護
団
体
、
環
境
保
護
団
体
に
、
次
い
で
ご
く
最
近
で
は
、
人
間
の
尊
厳
に
関
わ
る
歴
史
的
・
哲
学
的
領
域
の
価
値
を
保
護
す
る
た
め
に

設
立
さ
れ
た
団
体
、
具
体
的
に
は
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
、
戦
争
犯
罪
、
人
道
に
対
す
る
罪
と
闘
う
団
体
、
拷
問
防
止
の
た
め
の
団
体
に
、
私
訴
権

を
認
め
て
き
た
。
私
訴
権
の
行
使
を
認
め
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
団
体
の
一
覧
は
、
そ
れ
ぞ
れ
か
な
り
多
様
な
諸
条
件
を
付
さ
れ
た
か
た
ち
で
、

刑
訴
法
典
二
!
一
条
な
い
し
二

l
一
六
条
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
一
覧
表
は
興
味
深
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
表
が
、
立
法
者
の

介
入
の
通
時
的
(
円
宵
g
o
-
o
m
E
C
O
)
な
観
点
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
同
種
の
法
文
が
別
の
法
典
お
よ
び
法
律
に
も
あ
る
の

次
に
職
業
団
体
に
、

シ
ヨ
ン
に
、

で
、
刑
訴
法
典
の
一
覧
は
網
羅
的
と
ま
で
は
い
え
な
い
。

(
ぬ
)

団
体
の
私
訴
権
が
も
た
ら
す
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、
刑
事
訴
訟
法
の
す
べ
て
の
著
書
で
扱
わ
れ
て
い
る
。
ご
く
最
近
、
議
会
事
務
局

石
田
町
何
回
u

邑
m
g
g
E
B
)
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
一
九
九
九
年
五
月
に
国
民
議
会
お
よ
び
元
老
院
議
員
に
配
布
さ
れ
た
報
告

(
的
)

書
の
中
で
立
法
の
観
点
か
ら
の
評
価
を
行
っ
た
。
こ
の
報
告
書
は
、
交
わ
さ
れ
た
論
争
を
以
下
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。

反
対
派
は
、
理
論
的
、
お
よ
び
実
際
的
な
論
拠
を
展
開
す
る
。
理
論
的
論
拠
と
し
て
、
彼
ら
は
、
団
体
の
私
訴
権
が
、
一
般
利
益
の
保
護

を
任
務
と
す
る
検
察
官
の
イ
メ
ー
ジ
と
効
率
性
を
害
す
る
、
と
。
反
対
派
は
、
「
人
民
裁
判
の
方
向
へ
の
逸
脱
お
よ
び
司
法
の
分
割
の
危
険
」

を
告
発
す
る
。
「
均
衡
と
公
正
の
代
理
人
と
し
て
、
検
事
局
は
、
抑
制
を
受
け
ず
、
そ
し
て
抑
制
不
能
な
団
体
に
よ
っ
て
企
て
ら
れ
る
[
行

き
過
ぎ
た
〕
訴
権
の
噴
出
か
ら
保
護
す
る
、
最
高
の
保
証
人
で
あ
る
」
。
何
故
な
ら
、
競
合
す
る
訴
権
は
、
苦
痛
や
恐
る
べ
き
感
情
の
道
具

に
変
わ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
本
来
主
観
的
で
あ
る
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
る
種
の
も
の
は
、
裁
判
官
の
面
前
で
、
も
っ
と
も
衝
撃
的
で

ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
事
件
の
メ
デ
ィ
ア
化
に
助
け
ら
れ
な
が
ら
、
[
事
実
の
]
承
認
だ
け
を
追
求
す
る
。
そ
し
て
他
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
、



非
常
の
高
額
の
損
害
賠
償
に
も
無
関
心
で
は
お
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
:
:
:
。
実
際
面
で
は
、
同
様
に
、
各
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
訴

権
が
増
大
発
展
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
争
訟
の
乱
発
を
招
き
、
裁
判
所
の
危
険
な
混
雑
を
生
む
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、
強
調
さ
れ
る
。
要
す
る

に
、
「
問
題
は
、
公
訴
権
の
乱
発
に
よ
っ
て
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
、
あ
る
種
の
国
王
特
権
の
擁
護
で
あ
る
。
諸
国
体
の
刑
事
裁
判
官
へ
の
ア

ク
セ
ス
は
、
対
抗
勢
力
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
」
o

賛
成
派
は
、
逆
に
、
こ
の
対
抗
勢
力
を
、
刑
事
司
法
に
と
っ
て
非
常
に
有
益
な
も
の
と
捉
え
、
こ
れ
を
追
求
す
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
諸

国
体
の
訴
権
は
、
訴
追
当
局
の
無
関
心
、
怠
慢
、
あ
る
い
は
た
ん
な
る
職
務
の
停
滞
を
前
に
し
て
、
法
遵
守
の
実
効
性
を
担
保
す
る
た
め
の

有
効
な
手
段
で
あ
る
。
司
法
制
度
の
非
機
能
性
と
い
う
正
当
化
を
別
に
し
て
も
、
賛
成
派
は
、
ま
た
、
諸
団
体
の
介
入
の
教
育
的
役
割
を
前

面
に
お
し
だ
し
て
強
調
す
る
。
実
際
、
こ
の
介
入
は
、
メ
デ
ィ
ア
が
報
道
す
る
あ
る
種
の
事
件
に
関
す
る
犯
罪
防
止
に
と
っ
て
、
非
常
に
有

効
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
中
間
団
体
の
役
割
を
増
進
さ
せ
、
承
認
す
る
点
に
つ
い
て
、
民
主
主
義
的
装
置
で
あ
る
と
い
う
議
論
も
展
開

さ
れ
る
。
「
諸
団
体
の
運
動
お
よ
び
そ
れ
が
生
み
出
す
団
体
訴
訟
は
、
た
ん
に
自
由
の
装
置
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
連
帯
の
道
具
と
し
て
も

解
釈
さ
れ
(
:
:
:
)
、
そ
し
て
社
会
の
再
構
成
と
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
国
家
の
受
け
も
つ
部
分
と
比
べ
て
自
発
性
の
部
分
が
増
大
し
て

い
る
こ
と
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
」
。

議
会
報
告
書
が
述
べ
る
よ
う
に
、
「
こ
の
一
般
的
議
論
は
、
多
く
の
哲
学
者
に
よ
っ
て
激
し
く
議
論
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
数

世
紀
来
の
西
欧
社
会
の
発
展
は
、
公
的
領
域
と
私
的
領
域
を
隔
て
る
カ
ー
ソ
ル
の
、
前
者
の
領
域
を
侵
食
す
る
方
向
へ
の
移
動
に
よ
っ
て
、

(
叫
)

あ
ら
わ
さ
れ
る
」
。

A
・
ガ
ラ
ポ
ン
と

D
・
サ
ラ
は
、
そ
の
著
書
の
ひ
と
つ
で
、
「
刑
事
手
続
の
新
し
い
主
体
」
に
一
章
を
割
い
て
い
る
。
そ

の
主
体
の
中
に
、
彼
ら
[
著
者
]
は
、
「
被
害
者
の
闇
入
」
と
被
害
者
の
諸
団
体
を
あ
げ
て
い
る
。
薬
害
エ
イ
ズ
事
件
の
よ
う
な
事
件
を
分

析
し
、
著
者
ら
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
過
失

[pc互
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
参
照
も
少
し
ず
つ
[
効
を
奏
さ
ず
]
消
え
去
っ
て
い
き
、

民
法
に
よ
っ
て
は
責
任
者
を
発
見
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
被
害
者
ら
は
、
賠
償
を
超
え
た
正
義
を
求
め
て
、
刑
事
裁
判
官
の
方
に
転
じ
た
」
。

司法と市民参加

北法52(1・211)211 
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そ
し
て
、
そ
れ
以
降
重
要
な
の
は
科
せ
ら
れ
る
刑
の
重
さ
で
は
な
く
、
「
訴
追
と
い
う
汚
点
、

メ
デ
ィ
ア
の
フ
ラ
ッ
シ
ュ
の
も
と
で
予
審
に

付
さ
れ
る
恥
辱
が
真
の
制
裁
に
な
る
」
。

我
々
の
「
同
情
的
社
会
」

の
長
所
な
の
か
、
そ
れ
と
も
短
所
か
?

注
(
1
)
〈』同
n
a
z
g
穴
md-Z開
Z
(日
0
5
宮
内
出
5
2
3
=
色
町
)
咽
ト
ミ
民
H
h
s
b
h
』

hhhs-
同室内出
S
E
E
-コ
屯
号
、
角
、
目
的
bhh崎
町
『
円
。
ミ
同
君
、
也
、
三
2
・
n
o
-
-
u
s
x
n円

同

CM巴
nmw
刷
》
包
同
U

・3

3・
フ
ラ
ン
ス
法
の
歴
史
と
比
較
法
(
ス
イ
ス
、
ア
メ
リ
カ
)
に
関
す
る
こ
の
著
書
の
叙
述
か
ら
、
幾
っ
か
引
用
し
て
み
よ
う
。

「
正
し
い
民
主
主
義
的
論
理
に
よ
る
唯
一
か
つ
真
の
正
当
化
の
方
法
は
、
選
挙
に
よ
る
任
用
で
あ
る
」
、
「
真
の
権
力
は
す
べ
て
、
正
統
性
原
則

を
援
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
正
統
性
は
、
権
力
を
確
実
な
も
の
に
し
、
あ
る
い
は
権
力
に
後
光
を
与
え
る
よ
う
な
特
質
、
な
い
し
保
障
の

拠
り
所
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
主
権
か
ら
発
し
て
権
力
を
根
拠
づ
け
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
か
つ
て
は
宗
教
的
な
、
今
日
で
は
哲
学
的
な
『
信

仰
』
(
円
叫
3
8
n
n目
)
の
シ
ス
テ
ム
に
の
み
基
礎
を
お
く
べ
き
で
あ
る
。
王
制
下
の
神
、
民
主
制
下
の
国
民
が
そ
れ
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
に

お
い
て
は
、
新
体
制
に
い
た
る
ま
で
、
唯
一
の
正
統
性
原
則
は
、
選
挙
に
よ
る
国
民
の
付
託
で
あ
る
。
た
だ
し
、
抽
選
に
対
す
る
古
典
的
選
択

を
復
活
さ
せ
る
場
合
を
除
い
て
で
は
あ
る
が
」
。

(
2
)
C
E
2
m
w加
ヱ
ヨ
笠
岡
恥
咽
問
者
・
コ
咽
ど
町
内
田
・

(3)
本
講
演
で
は
、
高
等
法
院

(
Z
E
E
S
S
R
a円
吉
田
門
再
開
)
や
共
和
国
法
院

(
Z
S号
込
町
吉
田
巴
円
刊
号

-
p
m
S
5
5
5
)
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
「
政
治
」

裁
判
所
は
、
扱
わ
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
議
会
の
議
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
大
統
領
お
よ
び
閣
僚
が
そ
の
職
務
を
行
使
す
る
際
に
犯
し
た
犯
罪

を
裁
判
す
る
権
限
を
有
す
る
。

(
4
)
。
町
田
町
志
和
足
。
担
宮
内
田
ト
ャ
ロ
問
、
hkC戸
営
h
H
E
N
S、Nhhhhqh込町
H
3誌
へ
と

2
8
~
}町町内守口
U
S
=
守口色白
5
2
Eゆ司
CMUゆりか
E
E
E
}
遣
い
リ
』
・
〈
室
内
国
有
温

向
。
C
【(リ出〉閉山
0
・。
-
V
品。
Z
司
〉
。
Z
H岡山田
N
2
〉
・
〈
〉
m
H
Z〉河口唱

h
b
」
ま
之
内
向
ミ

h
m
h
g
hミ
ミ
5
3
F
E
E
H
E
5
0
5
0丘一
CN一河・富山
m
m
C
H
E
H
Hむ
た
と
も
と

ι

豆
急
ミ
ミ
z
h
w
S
H
盆
X
5
2
7向。ロ
R
F円2
5
R
同
月
。
「
〉
Z
U
町
内
「
切
。
J
R

肘一戸、ミ
hHき
さ
も
ま
」
白
色
色
町
内
九
ミ
ミ
句
、

nznN
門
出
2
5
2・
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DAVID， "L苦volutionhistorique des conseils de prud'hommes en France"， Droit social 1974. Dans le meme s巴ns，V.Jacques 

BOUVERESSE， Des elections malgre tout : l'histoire mouvementee des conseils de prud'hommes， ouvrage cite note 1， pages 165 et 

sUIvantes. 

(ヨ)Ibid. 

(じ) け ~J~ rfermeJ (-:S~)心シトなさま'組盗事保匪幸司 (exploitationagricol巴)ω似蛍rr-Q伺砲や時時。
(~) G.GIUDICELLI-DELAGE， m組問1precite paragraphe nO 172 et suivantes. Paul OURLIAC， Les tribunaux paritaires de baux 

ruraux， ouvrage cite note 1， pages 223 et suivantes. 

(~) G.GIUDICELLI-DELAGE， paragraphe nO 172 et suivantes. 

(お)VβGIUDICELLI-DELAGE， paragraphe nO 54. 

(~)程主i尽41」 4ヰエ ν' 堤前雇~0 ユトJ 1 話G'~毒量制E!i@.qtl ~よ吋，.za~;t，r;;~-0れJ~二位~AJ~ ν..，p' ~~己~; 4g.4P-~相出若手 (mandat im-

pér硝f) 士主制(ì{!"V'必会のど。ルJ~必G' ~llf盟 ~0 エ ν ， v.l'article de J.BOUVERESSE precite note 15. 

(~) 1 ~割足以兵士時永寧昔議案在G'短僻4護軍定どG'~むi稔'時時二台(綜G')繊1略畑出耳~I.@:総棚田区司目誌記!信総写字1さよ)....)\J~窓濯

....)\J :;{!1 長岡〈叶4刊早.JG'I2Sl~ま話相国民側G'吋小従， l民主G'議長選為告示総~辺司<....){!~G' ~J 心~;♀時。-4r-巴世主。 ν エr-Q望書 1 G'

達~:t京士主' 信士包寝袋 L14ヰ士子。王室主主剥1憶4議案iさや崎千-\ð~' リ兵士主僻iLUrJEヤト-¥dlEiI <H1!KJ$:ITTIll( ql{ ~ノ時五;:-.' 1t!q目2基盤G' r齢lL~J$ゆ

~....)会 E宝.，Q♂ぷエ.l[]~~~故{1lE~æ~ぎれJ 与~(!..，pG' ~時時。

(ロ)Journal officiel de la R句ubliqueFrancaise 16 juin 2000， pages 9038 a 9063. 

(お)Pacte international r巴latifaux droits civils et politiques， 1986， article 14 paragraphe 5. Septieme protocole a la convention europpeenne 

des droits de l'Homme， 1984， article 2 paragraphe 1 

(お)V.l巴stravaux de I'Institut de sciences criminelIes de Poitiers cites supra note 4. 

(お)V.Anne WYVEKEINS， L'insertion locale desjuridictions vers unejustice de proximite， L'Hermes. 

(お)M.A.R.C.: modes alternatifs de reglement des conflits. 

(m V.les副 iclesde Denis SALAS et de Anne WYVEKENS dans "Le droit dans la societe"， numero 288(octobre-decembre 1988) des 
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401 et 41 1.例記~GぬvG制緩G丑 ~:1羽田いて'I\û.，.;:l GJJ --.-l ν ， Jean DANET， Victimes et parties civiles dans le nouνeau proces 

penal， Revue juridique d'I!e de France (Maison des avocats a Versailles)no 35， decembre 1994-janvier 1995， pages 7 et suivantes 

(宕)Office parlementaire d'evaluation de la legislation， rapport de Pi巴町eALBERTINI sur L 'Exercice de ['action civ山 par les 

associations， Joumal Officiel de la Rめubliquefrancaise， Documents p訂lementaires，Assemblee National巴(nO1583)巴tSenat (no 343)， 

mai 1999. 

(ヨ)Antoine GARAPON et D巴nisSALAS， La Republique penalisee， Debat avec Olivier MONGIN， Questions de soci伐とHachette，1996. 
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